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巻末資料 

１ 関係法令等 

文化財保護法及び関連法令の内、保存活用計画に

関係する条文を掲載します。 

(１) ⽂化財保護法(抜粋) 

昭和 25年５月 30日法律第 214 号 

最終改正：令和４年６月17日法律第68号改正 

 

第一章 総則 

（この法律の目的） 

第一条 この法律は、文化財を保存し、且つ、その活

用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとと

もに、世界文化の進歩に貢献することを目的とす

る。 

（文化財の定義） 

第二条 この法律で「文化財」とは、次に掲げるもの

をいう。 

一 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、

古文書その他の有形の文化的所産で我が国に

とつて歴史上又は芸術上価値の高いもの（これ

らのものと一体をなしてその価値を形成して

いる土地その他の物件を含む。）並びに考古資

料及びその他の学術上価値の高い歴史資料（以

下「有形文化財」という。） 

二 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的

所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値

の高いもの（以下「無形文化財」という。） 

三 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風

俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用い

られる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国

民の生活の推移の理解のため欠くことのでき

ないもの（以下「民俗文化財」という。） 

四 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の

遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値

の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳そ

の他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観

賞上価値の高いもの並びに動物（生息地、繁殖

地及び渡来地を含む。）、植物（自生地を含む。）

及び地質鉱物（特異な自然の現象の生じている

土地を含む。）で我が国にとつて学術上価値の

高いもの（以下「記念物」という。） 

五 地域における人々の生活又は生業及び当該地

域の風土により形成された景観地で我が国民

の生活又は生業の理解のため欠くことのでき

ないもの（以下「文化的景観」という。） 

六 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成

している伝統的な建造物群で価値の高いもの

（以下「伝統的建造物群」という。） 

２ この法律の規定（第二十七条から第二十九条ま

で、第三十七条、第五十五条第一項第四号、第百

五十三条第一項第一号、第百六十五条、第百七十

一条及び附則第三条の規定を除く。）中「重要文化

財」には、国宝を含むものとする。 

３ この法律の規定（第百九条、第百十条、第百十二

条、第百二十二条、第百三十一条第一項第四号、

第百五十三条第一項第十号及び第十一号、第百六

十五条並びに第百七十一条の規定を除く。）中「史

跡名勝天然記念物」には、特別史跡名勝天然記念

物を含むものとする。 

（政府及び地方公共団体の任務） 

第三条 政府及び地方公共団体は、文化財がわが国

の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことので

きないものであり、且つ、将来の文化の向上発展

の基礎をなすものであることを認識し、その保存

が適切に行われるように、周到の注意をもつてこ

の法律の趣旨の徹底に努めなければならない。 

（国民、所有者等の心構） 

第四条 一般国民は、政府及び地方公共団体がこの

法律の目的を達成するために行う措置に誠実に協

力しなければならない。 

２ 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴

重な国民的財産であることを自覚し、これを公共

のために大切に保存するとともに、できるだけこ

れを公開する等その文化的活用に努めなければな

らない。 

３ 政府及び地方公共団体は、この法律の執行に当

つて関係者の所有権その他の財産権を尊重しなけ

ればならない。 

（中略） 

（指定） 

第二十七条 文部科学大臣は、有形文化財のうち重

要なものを重要文化財に指定することができる。 

２ 文部科学大臣は、重要文化財のうち世界文化の

見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝

たるものを国宝に指定することができる。 

（告示、通知及び指定書の交付） 

第二十八条 前条の規定による指定は、その旨を官

報で告示するとともに、当該国宝又は重要文化財

の所有者に通知してする。 

２ 前条の規定による指定は、前項の規定による官

報の告示があつた日からその効力を生ずる。但し、

当該国宝又は重要文化財の所有者に対しては、同

項の規定による通知が当該所有者に到達した時か

らその効力を生ずる。 
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３ 前条の規定による指定をしたときは、文部科学

大臣は、当該国宝又は重要文化財の所有者に指定

書を交付しなければならない。 

４ 指定書に記載すべき事項その他指定書に関し必

要な事項は、文部科学省令で定める。 

５ 第三項の規定により国宝の指定書の交付を受け

たときは、所有者は、三十日以内に国宝に指定さ

れた重要文化財の指定書を文部科学大臣に返付し

なければならない。 

（解除） 

第二十九条 国宝又は重要文化財が国宝又は重要文

化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由

があるときは、文部科学大臣は、国宝又は重要文

化財の指定を解除することができる。 

２ 前項の規定による指定の解除は、その旨を官報

で告示するとともに、当該国宝又は重要文化財の

所有者に通知してする。 

３ 第一項の規定による指定の解除には、前条第二

項の規定を準用する。 

４ 第二項の通知を受けたときは、所有者は、三十日

以内に指定書を文部科学大臣に返付しなければな

らない。 

５ 第一項の規定により国宝の指定を解除した場合

において当該有形文化財につき重要文化財の指定

を解除しないときは、文部科学大臣は、直ちに重

要文化財の指定書を所有者に交付しなければなら

ない。 

（中略） 

第二款 管理 

（管理方法の指示） 

第三十条 文化庁長官は、重要文化財の所有者に対

し、重要文化財の管理に関し必要な指示をするこ

とができる。 

（所有者の管理義務及び管理責任者） 

第三十一条 重要文化財の所有者は、この法律並び

にこれに基いて発する文部科学省令及び文化庁長

官の指示に従い、重要文化財を管理しなければな

らない。 

２ 重要文化財の所有者は、当該重要文化財の適切

な管理のため必要があるときは、第百九十二条の

二第一項に規定する文化財保存活用支援団体その

他の適当な者を専ら自己に代わり当該重要文化財

の管理の責めに任ずべき者（以下この節及び第百

八十七条第一項第一号において「管理責任者」と

いう。）に選任することができる。 

３ 前項の規定により管理責任者を選任したときは、

重要文化財の所有者は、文部科学省令の定める事

項を記載した書面をもつて、当該管理責任者と連

署の上二十日以内に文化庁長官に届け出なければ

ならない。管理責任者を解任した場合も同様とす

る。 

４ 管理責任者には、前条及び第一項の規定を準用

する。 

（所有者又は管理責任者の変更） 

第三十二条 重要文化財の所有者が変更したときは、

新所有者は、文部科学省令の定める事項を記載し

た書面をもつて、且つ、旧所有者に対し交付され

た指定書を添えて、二十日以内に文化庁長官に届

け出なければならない。 

２ 重要文化財の所有者は、管理責任者を変更した

ときは、文部科学省令の定める事項を記載した書

面をもつて、新管理責任者と連署の上二十日以内

に文化庁長官に届け出なければならない。この場

合には、前条第三項の規定は、適用しない。 

３ 重要文化財の所有者又は管理責任者は、その氏

名若しくは名称又は住所を変更したときは、文部

科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、

二十日以内に文化庁長官に届け出なければならな

い。氏名若しくは名称又は住所の変更が重要文化

財の所有者に係るときは、届出の際指定書を添え

なければならない。 

（管理団体による管理） 

第三十二条の二 重要文化財につき、所有者が判明

しない場合又は所有者若しくは管理責任者による

管理が著しく困難若しくは不適当であると明らか

に認められる場合には、文化庁長官は、適当な地

方公共団体その他の法人を指定して、当該重要文

化財の保存のため必要な管理（当該重要文化財の

保存のため必要な施設、設備その他の物件で当該

重要文化財の所有者の所有又は管理に属するもの

の管理を含む。）を行わせることができる。 

２ 前項の規定による指定をするには、文化庁長官

は、あらかじめ、当該重要文化財の所有者（所有

者が判明しない場合を除く。）及び権原に基く占有

者並びに指定しようとする地方公共団体その他の

法人の同意を得なければならない。 

３ 第一項の規定による指定は、その旨を官報で告

示するとともに、前項に規定する所有者、占有者

及び地方公共団体その他の法人に通知してする。 

４ 第一項の規定による指定には、第二十八条第二

項の規定を準用する。 

５ 重要文化財の所有者又は占有者は、正当な理由

がなくて、第一項の規定による指定を受けた地方

公共団体その他の法人（以下この節及び第百八十

七条第一項第一号において「管理団体」という。）

が行う管理又はその管理のため必要な措置を拒み、

妨げ、又は忌避してはならない。 

６ 管理団体には、第三十条及び第三十一条第一項

の規定を準用する。 
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第三十二条の三 前条第一項に規定する事由が消滅

した場合その他特殊の事由があるときは、文化庁

長官は、管理団体の指定を解除することができる。 

２ 前項の規定による解除には、前条第三項及び第

二十八条第二項の規定を準用する。 

第三十二条の四 管理団体が行う管理に要する費用

は、この法律に特別の定のある場合を除いて、管

理団体の負担とする。 

２ 前項の規定は、管理団体と所有者との協議によ

り、管理団体が行う管理により所有者の受ける利

益の限度において、管理に要する費用の一部を所

有者の負担とすることを妨げるものではない。 

（滅失、き損等） 

第三十三条 重要文化財の全部又は一部が滅失し、

若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗

み取られたときは、所有者（管理責任者又は管理

団体がある場合は、その者）は、文部科学省令の

定める事項を記載した書面をもつて、その事実を

知つた日から十日以内に文化庁長官に届け出なけ

ればならない。 

（中略） 

（管理又は修理の補助） 

第三十五条 重要文化財の管理又は修理につき多額

の経費を要し、重要文化財の所有者又は管理団体

がその負担に堪えない場合その他特別の事情があ

る場合には、政府は、その経費の一部に充てさせ

るため、重要文化財の所有者又は管理団体に対し

補助金を交付することができる。 

２ 前項の補助金を交付する場合には、文化庁長官

は、その補助の条件として管理又は修理に関し必

要な事項を指示することができる。 

３ 文化庁長官は、必要があると認めるときは、第一

項の補助金を交付する重要文化財の管理又は修理

について指揮監督することができる。 

（管理に関する命令又は勧告） 

第三十六条 重要文化財を管理する者が不適任なた

め又は管理が適当でないため重要文化財が滅失し、

き損し、又は盗み取られる虞があると認めるとき

は、文化庁長官は、所有者、管理責任者又は管理

団体に対し、重要文化財の管理をする者の選任又

は変更、管理方法の改善、防火施設その他の保存

施設の設置その他管理に関し必要な措置を命じ、

又は勧告することができる。 

２ 前項の規定による命令又は勧告に基いてする措

置のために要する費用は、文部科学省令の定める

ところにより、その全部又は一部を国庫の負担と

することができる。 

３ 前項の規定により国庫が費用の全部又は一部を

負担する場合には、前条第三項の規定を準用する。 

（修理に関する命令又は勧告） 

第三十七条 文化庁長官は、国宝がき損している場

合において、その保存のため必要があると認める

ときは、所有者又は管理団体に対し、その修理に

ついて必要な命令又は勧告をすることができる。 

２ 文化庁長官は、国宝以外の重要文化財がき損し

ている場合において、その保存のため必要がある

と認めるときは、所有者又は管理団体に対し、そ

の修理について必要な勧告をすることができる。 

３ 前二項の規定による命令又は勧告に基いてする

修理のために要する費用は、文部科学省令の定め

るところにより、その全部又は一部を国庫の負担

とすることができる。 

４ 前項の規定により国庫が費用の全部又は一部を

負担する場合には、第三十五条第三項の規定を準

用する。 

（文化庁長官による国宝の修理等の施行） 

第三十八条 文化庁長官は、左の各号の一に該当す

る場合においては、国宝につき自ら修理を行い、

又は滅失、き損若しくは盗難の防止の措置をする

ことができる。 

一 所有者、管理責任者又は管理団体が前二条の

規定による命令に従わないとき。 

二 国宝がき損している場合又は滅失し、き損し、

若しくは盗み取られる虞がある場合において、

所有者、管理責任者又は管理団体に修理又は滅

失、き損若しくは盗難の防止の措置をさせるこ

とが適当でないと認められるとき。 

２ 前項の規定による修理又は措置をしようとする

ときは、文化庁長官は、あらかじめ、所有者、管

理責任者又は管理団体に対し、当該国宝の名称、

修理又は措置の内容、着手の時期その他必要と認

める事項を記載した令書を交付するとともに、権

原に基く占有者にこれらの事項を通知しなければ

ならない。 

第三十九条 文化庁長官は、前条第一項の規定によ

る修理又は措置をするときは、文化庁の職員のう

ちから、当該修理又は措置の施行及び当該国宝の

管理の責に任ずべき者を定めなければならない。 

２ 前項の規定により責に任ずべき者と定められた

者は、当該修理又は措置の施行に当るときは、そ

の身分を証明する証票を携帯し、関係者の請求が

あつたときは、これを示し、且つ、その正当な意

見を十分に尊重しなければならない。 

３ 前条第一項の規定による修理又は措置の施行に

は、第三十二条の二第五項の規定を準用する。 

第四十条 第三十八条第一項の規定による修理又は

措置のために要する費用は、国庫の負担とする。 

２ 文化庁長官は、文部科学省令の定めるところに

より、第三十八条第一項の規定による修理又は措

置のために要した費用の一部を所有者（管理団体
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がある場合は、その者）から徴収することができ

る。但し、同条第一項第二号の場合には、修理又

は措置を要するに至つた事由が所有者、管理責任

者若しくは管理団体の責に帰すべきとき、又は所

有者若しくは管理団体がその費用の一部を負担す

る能力があるときに限る。 

３ 前項の規定による徴収については、行政代執行

法（昭和二十三年法律第四十三号）第五条及び第

六条の規定を準用する。 

第四十一条 第三十八条第一項の規定による修理又

は措置によつて損失を受けた者に対しては、国は、

その通常生ずべき損失を補償する。 

２ 前項の補償の額は、文化庁長官が決定する。 

３ 前項の規定による補償額に不服のある者は、訴

えをもつてその増額を請求することができる。た

だし、前項の補償の決定の通知を受けた日から六

箇月を経過したときは、この限りでない。 

４ 前項の訴えにおいては、国を被告とする。 

（補助等に係る重要文化財譲渡の場合の納付金） 

第四十二条 国が修理又は滅失、き損若しくは盗難

の防止の措置（以下この条において、「修理等」と

いう。）につき第三十五条第一項の規定により補助

金を交付し、又は第三十六条第二項、第三十七条

第三項若しくは第四十条第一項の規定により費用

を負担した重要文化財のその当時における所有者

又はその相続人、受遺者若しくは受贈者（第二次

以下の相続人、受遺者又は受贈者を含む。以下こ

の条において同じ。）（以下この条において、「所有

者等」という。）は、補助又は費用負担に係る修理

等が行われた後当該重要文化財を有償で譲り渡し

た場合においては、当該補助金又は負担金の額（第

四十条第一項の規定による負担金については、同

条第二項の規定により所有者から徴収した部分を

控除した額をいう。以下この条において同じ。）の

合計額から当該修理等が行われた後重要文化財の

修理等のため自己の費した金額を控除して得た金

額（以下この条において、「納付金額」という。）

を、文部科学省令の定めるところにより国庫に納

付しなければならない。 

２ 前項に規定する「補助金又は負担金の額」とは、

補助金又は負担金の額を、補助又は費用負担に係

る修理等を施した重要文化財又はその部分につき

文化庁長官が個別的に定める耐用年数で除して得

た金額に、更に当該耐用年数から修理等を行つた

時以後重要文化財の譲渡の時までの年数を控除し

た残余の年数（一年に満たない部分があるときは、

これを切り捨てる。）を乗じて得た金額に相当する

金額とする。 

３ 補助又は費用負担に係る修理等が行われた後、

当該重要文化財が所有者等の責に帰することので

きない事由により著しくその価値を減じた場合又

は当該重要文化財を国に譲り渡した場合には、文

化庁長官は、納付金額の全部又は一部の納付を免

除することができる。 

４ 文化庁長官の指定する期限までに納付金額を完

納しないときは、国税滞納処分の例により、これ

を徴収することができる。この場合における徴収

金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐも

のとする。 

５ 納付金額を納付する者が相続人、受遺者又は受

贈者であるときは、第一号に定める相続税額又は

贈与税額と第二号に定める額との差額に相当する

金額を第三号に定める年数で除して得た金額に第

四号に定める年数を乗じて得た金額をその者が納

付すべき納付金額から控除するものとする。 

一 当該重要文化財の取得につきその者が納付し

た、又は納付すべき相続税額又は贈与税額 

二 前号の相続税額又は贈与税額の計算の基礎と

なつた課税価格に算入された当該重要文化財

又はその部分につき当該相続、遺贈又は贈与の

時までに行つた修理等に係る第一項の補助金

又は負担金の額の合計額を当該課税価格から

控除して得た金額を課税価格として計算した

場合に当該重要文化財又はその部分につき納

付すべきこととなる相続税額又は贈与税額に

相当する額 

三 第二項の規定により当該重要文化財又はその

部分につき文化庁長官が定めた耐用年数から

当該重要文化財又はその部分の修理等を行つ

た時以後当該重要文化財の相続、遺贈又は贈与

の時までの年数を控除した残余の年数（一年に

満たない部分があるときは、これを切り捨て

る。） 

四 第二項に規定する当該重要文化財又はその部

分についての残余の耐用年数 

６ 前項第二号に掲げる第一項の補助金又は負担金

の額については、第二項の規定を準用する。この

場合において、同項中「譲渡の時」とあるのは、

「相続、遺贈又は贈与の時」と読み替えるものと

する。 

７ 第一項の規定により納付金額を納付する者の同

項に規定する譲渡に係る所得税法（昭和四十年法

律第三十三号）第三十三条第一項に規定する譲渡

所得の金額の計算については、第一項の規定によ

り納付する金額は、同条第三項に規定する資産の

譲渡に要した費用とする。 

（現状変更等の制限） 

第四十三条 重要文化財に関しその現状を変更し、

又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする

ときは、文化庁長官の許可を受けなければならな
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い。ただし、現状変更については維持の措置又は

非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保

存に影響を及ぼす行為については影響の軽微であ

る場合は、この限りでない。 

２ 前項但書に規定する維持の措置の範囲は、文部

科学省令で定める。 

３ 文化庁長官は、第一項の許可を与える場合にお

いて、その許可の条件として同項の現状変更又は

保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をする

ことができる。 

４ 第一項の許可を受けた者が前項の許可の条件に

従わなかつたときは、文化庁長官は、許可に係る

現状変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止

を命じ、又は許可を取り消すことができる。 

５ 第一項の許可を受けることができなかつたこと

により、又は第三項の許可の条件を付せられたこ

とによつて損失を受けた者に対しては、国は、そ

の通常生ずべき損失を補償する。 

６ 前項の場合には、第四十一条第二項から第四項

までの規定を準用する。 

（中略） 

（管理又は修理の受託又は技術的指導） 

第四十七条 重要文化財の所有者（管理団体がある

場合は、その者）は、文化庁長官の定める条件に

より、文化庁長官に重要文化財の管理（管理団体

がある場合を除く。）又は修理を委託することがで

きる。 

２ 文化庁長官は、重要文化財の保存上必要がある

と認めるときは、所有者（管理団体がある場合は、

その者）に対し、条件を示して、文化庁長官にそ

の管理（管理団体がある場合を除く。）又は修理を

委託するように勧告することができる。 

３ 前二項の規定により文化庁長官が管理又は修理

の委託を受けた場合には、第三十九条第一項及び

第二項の規定を準用する。 

４ 重要文化財の所有者、管理責任者又は管理団体

は、文部科学省令の定めるところにより、文化庁

長官に重要文化財の管理又は修理に関し技術的指

導を求めることができる。 

（中略） 

第五款 重要文化財保存活用計画 

（重要文化財保存活用計画の認定） 

第五十三条の二 重要文化財の所有者（管理団体が

ある場合は、その者）は、文部科学省令で定める

ところにより、重要文化財の保存及び活用に関す

る計画（以下「重要文化財保存活用計画」という。）

を作成し、文化庁長官の認定を申請することがで

きる。 

２ 重要文化財保存活用計画には、次に掲げる事項

を記載するものとする。 

一 当該重要文化財の名称及び所在の場所 

二 当該重要文化財の保存及び活用のために行う

具体的な措置の内容 

三 計画期間 

四 その他文部科学省令で定める事項 

３ 前項第二号に掲げる事項には、次に掲げる事項

を記載することができる。 

一 当該重要文化財の現状変更又は保存に影響を

及ぼす行為に関する事項 

二 当該重要文化財の修理に関する事項 

三 当該重要文化財（建造物であるものを除く。

次項第六号において同じ。）の公開を目的とす

る寄託契約に関する事項 

４ 文化庁長官は、第一項の規定による認定の申請

があつた場合において、その重要文化財保存活用

計画が次の各号のいずれにも適合するものである

と認めるときは、その認定をするものとする。 

一 当該重要文化財保存活用計画の実施が当該重

要文化財の保存及び活用に寄与するものであ

ると認められること。 

二 円滑かつ確実に実施されると見込まれるもの

であること。 

三 第百八十三条の二第一項に規定する文化財保

存活用大綱又は第百八十三条の五第一項に規

定する認定文化財保存活用地域計画が定めら

れているときは、これらに照らし適切なもので

あること。 

四 当該重要文化財保存活用計画に前項第一号に

掲げる事項が記載されている場合には、その内

容が重要文化財の現状変更又は保存に影響を

及ぼす行為を適切に行うために必要なものと

して文部科学省令で定める基準に適合するも

のであること。 

五 当該重要文化財保存活用計画に前項第二号に

掲げる事項が記載されている場合には、その内

容が重要文化財の修理を適切に行うために必

要なものとして文部科学省令で定める基準に

適合するものであること。 

六 当該重要文化財保存活用計画に前項第三号に

掲げる事項が記載されている場合には、当該寄

託契約の内容が重要文化財の公開を適切かつ

確実に行うために必要なものとして文部科学

省令で定める基準に適合するものであること。 

５ 文化庁長官は、前項の認定をしたときは、遅滞な

く、その旨を当該認定を申請した者に通知しなけ

ればならない。 

（認定を受けた重要文化財保存活用計画の変更） 

第五十三条の三 前条第四項の認定を受けた重要文

化財の所有者又は管理団体は、当該認定を受けた

重要文化財保存活用計画の変更（文部科学省令で
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定める軽微な変更を除く。）をしようとするときは、

文化庁長官の認定を受けなければならない。 

２ 前条第四項及び第五項の規定は、前項の認定に

ついて準用する。 

（現状変更等の許可の特例） 

第五十三条の四 第五十三条の二第三項第一号に掲

げる事項が記載された重要文化財保存活用計画が

同条第四項の認定（前条第一項の変更の認定を含

む。以下この款及び第百五十三条第二項第六号に

おいて同じ。）を受けた場合において、当該重要文

化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為をそ

の記載された事項の内容に即して行うに当たり、

第四十三条第一項の許可を受けなければならない

ときは、同項の規定にかかわらず、当該現状変更

又は保存に影響を及ぼす行為が終了した後遅滞な

く、文部科学省令で定めるところにより、その旨

を文化庁長官に届け出ることをもつて足りる。 

（修理の届出の特例） 

第五十三条の五 第五十三条の二第三項第二号に掲

げる事項が記載された重要文化財保存活用計画が

同条第四項の認定を受けた場合において、当該重

要文化財の修理をその記載された事項の内容に即

して行うに当たり、第四十三条の二第一項の規定

による届出を行わなければならないときは、同項

の規定にかかわらず、当該修理が終了した後遅滞

なく、文部科学省令で定めるところにより、その

旨を文化庁長官に届け出ることをもつて足りる。 

（認定重要文化財保存活用計画の実施状況に関する

報告の徴収） 

第五十三条の六 文化庁長官は、第五十三条の二第

四項の認定を受けた重要文化財の所有者又は管理

団体に対し、当該認定を受けた重要文化財保存活

用計画（変更があつたときは、その変更後のもの。

次条第一項及び第五十三条の八において「認定重

要文化財保存活用計画」という。）の実施の状況に

ついて報告を求めることができる。 

（認定の取消し） 

第五十三条の七 文化庁長官は、認定重要文化財保

存活用計画が第五十三条の二第四項各号のいずれ

かに適合しなくなつたと認めるときは、その認定

を取り消すことができる。 

２ 文化庁長官は、前項の規定により認定を取り消

したときは、遅滞なく、その旨を当該認定を受け

ていた者に通知しなければならない。 

（所有者等への指導又は助言） 

第五十三条の八 都道府県及び市（特別区を含む。以

下同じ。）町村の教育委員会（地方教育行政の組織

及び運営に関する法律（昭和三十一年法律第百六

十二号）第二十三条第一項の条例の定めるところ

によりその長が文化財の保護に関する事務を管理

し、及び執行することとされた地方公共団体（以

下「特定地方公共団体」という。）にあつては、そ

の長。第百八十三条の八第四項、第百九十条第一

項及び第百九十一条第一項を除き、以下同じ。）は、

重要文化財の所有者又は管理団体の求めに応じ、

重要文化財保存活用計画の作成及び認定重要文化

財保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要

な指導又は助言をすることができる。 

２ 文化庁長官は、重要文化財の所有者又は管理団

体の求めに応じ、重要文化財保存活用計画の作成

及び認定重要文化財保存活用計画の円滑かつ確実

な実施に関し必要な指導又は助言をするように努

めなければならない。 

（中略） 

第五十五条 文化庁長官は、次の各号のいずれかに

該当する場合において、前条の報告によつてもな

お重要文化財に関する状況を確認することができ

ず、かつ、その確認のため他に方法がないと認め

るときは、調査に当たる者を定め、その所在する

場所に立ち入つてその現状又は管理、修理若しく

は環境保全の状況につき実地調査をさせることが

できる。 

一 重要文化財に関し現状変更又は保存に影響を

及ぼす行為につき許可の申請があつたとき。 

二 重要文化財が毀損しているとき又はその現状

若しくは所在の場所につき変更があつたとき。 

三 重要文化財が滅失し、毀損し、又は盗み取ら

れるおそれのあるとき。 

四 特別の事情により改めて国宝又は重要文化財

としての価値を鑑査する必要があるとき。 

２ 前項の規定により立ち入り、調査する場合にお

いては、当該調査に当る者は、その身分を証明す

る証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、

これを示し、且つ、その正当な意見を十分に尊重

しなければならない。 

３ 第一項の規定による調査によつて損失を受けた

者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補

償する。 

４ 前項の場合には、第四十一条第二項から第四項

までの規定を準用する。 

第七款 雑則 

（所有者変更等に伴う権利義務の承継） 

第五十六条 重要文化財の所有者が変更したときは、

新所有者は、当該重要文化財に関しこの法律に基

いてする文化庁長官の命令、勧告、指示その他の

処分による旧所有者の権利義務を承継する。 

２ 前項の場合には、旧所有者は、当該重要文化財の

引渡と同時にその指定書を新所有者に引き渡さな

ければならない。 
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３ 管理団体が指定され、又はその指定が解除され

た場合には、第一項の規定を準用する。但し、管

理団体が指定された場合には、もつぱら所有者に

属すべき権利義務については、この限りでない。 

（中略） 

第六章 埋蔵文化財 

（調査のための発掘に関する届出、指示及び命令） 

第九十二条 土地に埋蔵されている文化財（以下「埋

蔵文化財」という。）について、その調査のため土

地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定め

る事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しよ

うとする日の三十日前までに文化庁長官に届け出

なければならない。ただし、文部科学省令の定め

る場合は、この限りでない。 

２ 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めると

きは、文化庁長官は、前項の届出に係る発掘に関

し必要な事項及び報告書の提出を指示し、又はそ

の発掘の禁止、停止若しくは中止を命ずることが

できる。 

（土木工事等のための発掘に関する届出及び指示） 

第九十三条 土木工事その他埋蔵文化財の調査以外

の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵

する土地として周知されている土地（以下「周知

の埋蔵文化財包蔵地」という。）を発掘しようとす

る場合には、前条第一項の規定を準用する。この

場合において、同項中「三十日前」とあるのは、

「六十日前」と読み替えるものとする。 

２ 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めると

きは、文化庁長官は、前項で準用する前条第一項

の届出に係る発掘に関し、当該発掘前における埋

蔵文化財の記録の作成のための発掘調査の実施そ

の他の必要な事項を指示することができる。 

（国の機関等が行う発掘に関する特例） 

第九十四条 国の機関、地方公共団体又は国若しく

は地方公共団体の設立に係る法人で政令の定める

もの（以下この条及び第九十七条において「国の

機関等」と総称する。）が、前条第一項に規定する

目的で周知の埋蔵文化財包蔵地を発掘しようとす

る場合においては、同条の規定を適用しないもの

とし、当該国の機関等は、当該発掘に係る事業計

画の策定に当たつて、あらかじめ、文化庁長官に

その旨を通知しなければならない。 

２ 文化庁長官は、前項の通知を受けた場合におい

て、埋蔵文化財の保護上特に必要があると認める

ときは、当該国の機関等に対し、当該事業計画の

策定及びその実施について協議を求めるべき旨の

通知をすることができる。 

３ 前項の通知を受けた国の機関等は、当該事業計

画の策定及びその実施について、文化庁長官に協

議しなければならない。 

４ 文化庁長官は、前二項の場合を除き、第一項の通

知があつた場合において、当該通知に係る事業計

画の実施に関し、埋蔵文化財の保護上必要な勧告

をすることができる。 

５ 前各項の場合において、当該国の機関等が各省

各庁の長（国有財産法（昭和二十三年法律第七十

三号）第四条第二項に規定する各省各庁の長をい

う。以下同じ。）であるときは、これらの規定に規

定する通知、協議又は勧告は、文部科学大臣を通

じて行うものとする。 

（埋蔵文化財包蔵地の周知） 

第九十五条 国及び地方公共団体は、周知の埋蔵文

化財包蔵地について、資料の整備その他その周知

の徹底を図るために必要な措置の実施に努めなけ

ればならない。 

２ 国は、地方公共団体が行う前項の措置に関し、指

導、助言その他の必要と認められる援助をするこ

とができる。 

（遺跡の発見に関する届出、停止命令等） 

第九十六条 土地の所有者又は占有者が出土品の出

土等により貝づか、住居跡、古墳その他遺跡と認

められるものを発見したときは、第九十二条第一

項の規定による調査に当たつて発見した場合を除

き、その現状を変更することなく、遅滞なく、文

部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、

その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る

場合は、その限度において、その現状を変更する

ことを妨げない。 

２ 文化庁長官は、前項の届出があつた場合におい

て、当該届出に係る遺跡が重要なものであり、か

つ、その保護のため調査を行う必要があると認め

るときは、その土地の所有者又は占有者に対し、

期間及び区域を定めて、その現状を変更すること

となるような行為の停止又は禁止を命ずることが

できる。ただし、その期間は、三月を超えること

ができない。 

３ 文化庁長官は、前項の命令をしようとするとき

は、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴か

なければならない。 

４ 第二項の命令は、第一項の届出があつた日から

起算して一月以内にしなければならない。 

５ 第二項の場合において、同項の期間内に調査が

完了せず、引き続き調査を行う必要があるときは、

文化庁長官は、一回に限り、当該命令に係る区域

の全部又は一部について、その期間を延長するこ

とができる。ただし、当該命令の期間が、同項の

期間と通算して六月を超えることとなつてはなら

ない。 
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６ 第二項及び前項の期間を計算する場合において

は、第一項の届出があつた日から起算して第二項

の命令を発した日までの期間が含まれるものとす

る。 

７ 文化庁長官は、第一項の届出がなされなかつた

場合においても、第二項及び第五項に規定する措

置を執ることができる。 

８ 文化庁長官は、第二項の措置を執つた場合を除

き、第一項の届出がなされた場合には、当該遺跡

の保護上必要な指示をすることができる。前項の

規定により第二項の措置を執つた場合を除き、第

一項の届出がなされなかつたときも、同様とする。 

９ 第二項の命令によつて損失を受けた者に対して

は、国は、その通常生ずべき損失を補償する。 

１０ 前項の場合には、第四十一条第二項から第四

項までの規定を準用する。 

（中略） 

（文化庁長官による発掘の施行） 

第九十八条 文化庁長官は、歴史上又は学術上の価

値が特に高く、かつ、その調査が技術的に困難な

ため国において調査する必要があると認められる

埋蔵文化財については、その調査のため土地の発

掘を施行することができる。 

２ 前項の規定により発掘を施行しようとするとき

は、文化庁長官は、あらかじめ、当該土地の所有

者及び権原に基づく占有者に対し、発掘の目的、

方法、着手の時期その他必要と認める事項を記載

した令書を交付しなければならない。 

３ 第一項の場合には、第三十九条（同条第三項にお

いて準用する第三十二条の二第五項の規定を含

む。）及び第四十一条の規定を準用する。 

（地方公共団体による発掘の施行） 

第九十九条 地方公共団体は、文化庁長官が前条第

一項の規定により発掘を施行するものを除き、埋

蔵文化財について調査する必要があると認めると

きは、埋蔵文化財を包蔵すると認められる土地の

発掘を施行することができる。 

２ 地方公共団体は、前項の発掘に関し、事業者に対

し協力を求めることができる。 

３ 文化庁長官は、地方公共団体に対し、第一項の発

掘に関し必要な指導及び助言をすることができる。 

４ 国は、地方公共団体に対し、第一項の発掘に要す

る経費の一部を補助することができる。 

（返還又は通知等） 

第百条 第九十八条第一項の規定による発掘により

文化財を発見した場合において、文化庁長官は、

当該文化財の所有者が判明しているときはこれを

所有者に返還し、所有者が判明しないときは、遺

失物法（平成十八年法律第七十三号）第四条第一

項の規定にかかわらず、警察署長にその旨を通知

することをもつて足りる。 

２ 前項の規定は、前条第一項の規定による発掘に

より都道府県又は地方自治法（昭和二十二年法律

第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定

都市（以下「指定都市」という。）若しくは同法第

二百五十二条の二十二第一項の中核市（以下「指

定都市等」という。）の教育委員会が文化財を発見

した場合における当該教育委員会について準用す

る。 

３ 第一項（前項において準用する場合を含む。）の

通知を受けたときは、警察署長は、直ちに当該文

化財につき遺失物法第七条第一項の規定による公

告をしなければならない。 

（提出） 

第百一条 遺失物法第四条第一項の規定により、埋

蔵物として提出された物件が文化財と認められる

ときは、警察署長は、直ちに当該物件を当該物件

の発見された土地を管轄する都道府県の教育委員

会（当該土地が指定都市等の区域内に存する場合

にあつては、当該指定都市等の教育委員会。次条

において同じ。）に提出しなければならない。ただ

し、所有者の判明している場合は、この限りでな

い。 

（鑑査） 

第百二条 前条の規定により物件が提出されたとき

は、都道府県の教育委員会は、当該物件が文化財

であるかどうかを鑑査しなければならない。 

２ 都道府県の教育委員会は、前項の鑑査の結果当

該物件を文化財と認めたときは、その旨を警察署

長に通知し、文化財でないと認めたときは、当該

物件を警察署長に差し戻さなければならない。 

（引渡し） 

第百三条 第百条第一項に規定する文化財又は同条

第二項若しくは前条第二項に規定する文化財の所

有者から、警察署長に対し、その文化財の返還の

請求があつたときは、文化庁長官又は都道府県若

しくは指定都市等の教育委員会は、当該警察署長

にこれを引き渡さなければならない。 

（国庫帰属及び報償金） 

第百四条 第百条第一項に規定する文化財又は第百

二条第二項に規定する文化財（国の機関又は独立

行政法人国立文化財機構が埋蔵文化財の調査のた

めの土地の発掘により発見したものに限る。）で、

その所有者が判明しないものの所有権は、国庫に

帰属する。この場合においては、文化庁長官は、

当該文化財の発見された土地の所有者にその旨を

通知し、かつ、その価格の二分の一に相当する額

の報償金を支給する。 
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２ 前項の場合には、第四十一条第二項から第四項

までの規定を準用する。 

（都道府県帰属及び報償金） 

第百五条 第百条第二項に規定する文化財又は第百

二条第二項に規定する文化財（前条第一項に規定

するものを除く。）で、その所有者が判明しないも

のの所有権は、当該文化財の発見された土地を管

轄する都道府県に帰属する。この場合においては、

当該都道府県の教育委員会は、当該文化財の発見

者及びその発見された土地の所有者にその旨を通

知し、かつ、その価格に相当する額の報償金を支

給する。 

２ 前項に規定する発見者と土地所有者とが異なる

ときは、前項の報償金は、折半して支給する。 

３ 第一項の報償金の額は、当該都道府県の教育委

員会が決定する。 

４ 前項の規定による報償金の額については、第四

十一条第三項の規定を準用する。 

５ 前項において準用する第四十一条第三項の規定

による訴えにおいては、都道府県を被告とする。 

（譲与等） 

第百六条 政府は、第百四条第一項の規定により国

庫に帰属した文化財の保存のため又はその効用か

ら見て国が保有する必要がある場合を除いて、当

該文化財の発見された土地の所有者に、その者が

同条の規定により受けるべき報償金の額に相当す

るものの範囲内でこれを譲与することができる。 

２ 前項の場合には、その譲与した文化財の価格に

相当する金額は、第百四条に規定する報償金の額

から控除するものとする。 

３ 政府は、第百四条第一項の規定により国庫に帰

属した文化財の保存のため又はその効用から見て

国が保有する必要がある場合を除いて、独立行政

法人国立文化財機構又は当該文化財の発見された

土地を管轄する地方公共団体に対し、その申請に

基づき、当該文化財を譲与し、又は時価よりも低

い対価で譲渡することができる。 

第百七条 都道府県の教育委員会は、第百五条第一

項の規定により当該都道府県に帰属した文化財の

保存のため又はその効用から見て当該都道府県が

保有する必要がある場合を除いて、当該文化財の

発見者又はその発見された土地の所有者に、その

者が同条の規定により受けるべき報償金の額に相

当するものの範囲内でこれを譲与することができ

る。 

２ 前項の場合には、その譲与した文化財の価格に

相当する金額は、第百五条に規定する報償金の額

から控除するものとする。 

（遺失物法の適用） 

第百八条 埋蔵文化財に関しては、この法律に特別

の定めのある場合のほか、遺失物法の適用がある

ものとする。 

第七章 史跡名勝天然記念物 

（指定） 

第百九条 文部科学大臣は、記念物のうち重要なも

のを史跡、名勝又は天然記念物（以下「史跡名勝

天然記念物」と総称する。）に指定することができ

る。 

２ 文部科学大臣は、前項の規定により指定された

史跡名勝天然記念物のうち特に重要なものを特別

史跡、特別名勝又は特別天然記念物（以下「特別

史跡名勝天然記念物」と総称する。）に指定するこ

とができる。 

３ 前二項の規定による指定は、その旨を官報で告

示するとともに、当該特別史跡名勝天然記念物又

は史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく

占有者に通知してする。 

４ 前項の規定により通知すべき相手方が著しく多

数で個別に通知し難い事情がある場合には、文部

科学大臣は、同項の規定による通知に代えて、そ

の通知すべき事項を当該特別史跡名勝天然記念物

又は史跡名勝天然記念物の所在地の市町村の事務

所又はこれに準ずる施設の掲示場に掲示すること

ができる。この場合においては、その掲示を始め

た日から二週間を経過した時に同項の規定による

通知が相手方に到達したものとみなす。 

５ 第一項又は第二項の規定による指定は、第三項

の規定による官報の告示があつた日からその効力

を生ずる。ただし、当該特別史跡名勝天然記念物

又は史跡名勝天然記念物の所有者又は権原に基づ

く占有者に対しては、第三項の規定による通知が

到達した時又は前項の規定によりその通知が到達

したものとみなされる時からその効力を生ずる。 

６ 文部科学大臣は、第一項の規定により名勝又は

天然記念物の指定をしようとする場合において、

その指定に係る記念物が自然環境の保護の見地か

ら価値の高いものであるときは、環境大臣と協議

しなければならない。 

（仮指定） 

第百十条 前条第一項の規定による指定前において

緊急の必要があると認めるときは、都道府県の教

育委員会（当該記念物が指定都市の区域内に存す

る場合にあつては、当該指定都市の教育委員会。

第百三十三条を除き、以下この章において同じ。）

は、史跡名勝天然記念物の仮指定を行うことがで

きる。 

２ 前項の規定により仮指定を行つたときは、都道

府県の教育委員会は、直ちにその旨を文部科学大

臣に報告しなければならない。 
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３ 第一項の規定による仮指定には、前条第三項か

ら第五項までの規定を準用する。 

（所有権等の尊重及び他の公益との調整） 

第百十一条 文部科学大臣又は都道府県の教育委員

会は、第百九条第一項若しくは第二項の規定によ

る指定又は前条第一項の規定による仮指定を行う

に当たつては、特に、関係者の所有権、鉱業権そ

の他の財産権を尊重するとともに、国土の開発そ

の他の公益との調整に留意しなければならない。 

２ 文部科学大臣又は文化庁長官は、名勝又は天然

記念物に係る自然環境の保護及び整備に関し必要

があると認めるときは、環境大臣に対し、意見を

述べることができる。この場合において、文化庁

長官が意見を述べるときは、文部科学大臣を通じ

て行うものとする。 

３ 環境大臣は、自然環境の保護の見地から価値の

高い名勝又は天然記念物の保存及び活用に関し必

要があると認めるときは、文部科学大臣に対し、

又は文部科学大臣を通じ文化庁長官に対して意見

を述べることができる。 

（解除） 

第百十二条 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝

天然記念物がその価値を失つた場合その他特殊の

事由のあるときは、文部科学大臣又は都道府県の

教育委員会は、その指定又は仮指定を解除するこ

とができる。 

２ 第百十条第一項の規定により仮指定された史跡

名勝天然記念物につき第百九条第一項の規定によ

る指定があつたとき、又は仮指定があつた日から

二年以内に同項の規定による指定がなかつたとき

は、仮指定は、その効力を失う。 

３ 第百十条第一項の規定による仮指定が適当でな

いと認めるときは、文部科学大臣は、これを解除

することができる。 

４ 第一項又は前項の規定による指定又は仮指定の

解除には、第百九条第三項から第五項までの規定

を準用する。 

（管理団体による管理及び復旧） 

第百十三条 史跡名勝天然記念物につき、所有者が

ないか若しくは判明しない場合又は所有者若しく

は第百十九条第二項の規定により選任された管理

の責めに任ずべき者による管理が著しく困難若し

くは不適当であると明らかに認められる場合には、

文化庁長官は、適当な地方公共団体その他の法人

を指定して、当該史跡名勝天然記念物の保存のた

め必要な管理及び復旧（当該史跡名勝天然記念物

の保存のため必要な施設、設備その他の物件で当

該史跡名勝天然記念物の所有者の所有又は管理に

属するものの管理及び復旧を含む。）を行わせるこ

とができる。 

２ 前項の規定による指定をするには、文化庁長官

は、あらかじめ、指定しようとする地方公共団体

その他の法人の同意を得なければならない。 

３ 第一項の規定による指定は、その旨を官報で告

示するとともに、当該史跡名勝天然記念物の所有

者及び権原に基づく占有者並びに指定しようとす

る地方公共団体その他の法人に通知してする。 

４ 第一項の規定による指定には、第百九条第四項

及び第五項の規定を準用する。 

第百十四条 前条第一項に規定する事由が消滅した

場合その他特殊の事由があるときは、文化庁長官

は、管理団体の指定を解除することができる。 

２ 前項の規定による解除には、前条第三項並びに

第百九条第四項及び第五項の規定を準用する。 

第百十五条 第百十三条第一項の規定による指定を

受けた地方公共団体その他の法人（以下この章（第

百三十三条の二第一項を除く。）及び第百八十七条

第一項第三号において「管理団体」という。）は、

文部科学省令の定める基準により、史跡名勝天然

記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲

いその他の施設を設置しなければならない。 

２ 史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地につい

て、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動

があつたときは、管理団体は、文部科学省令の定

めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出

なければならない。 

３ 管理団体が復旧を行う場合は、管理団体は、あら

かじめ、その復旧の方法及び時期について当該史

跡名勝天然記念物の所有者（所有者が判明しない

場合を除く。）及び権原に基づく占有者の意見を聞

かなければならない。 

４ 史跡名勝天然記念物の所有者又は占有者は、正

当な理由がなくて、管理団体が行う管理若しくは

復旧又はその管理若しくは復旧のため必要な措置

を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。 

第百十六条 管理団体が行う管理及び復旧に要する

費用は、この法律に特別の定めのある場合を除い

て、管理団体の負担とする。 

２ 前項の規定は、管理団体と所有者との協議によ

り、管理団体が行う管理又は復旧により所有者の

受ける利益の限度において、管理又は復旧に要す

る費用の一部を所有者の負担とすることを妨げる

ものではない。 

３ 管理団体は、その管理する史跡名勝天然記念物

につき観覧料を徴収することができる。 

第百十七条 管理団体が行う管理又は復旧によつて

損失を受けた者に対しては、当該管理団体は、そ

の通常生ずべき損失を補償しなければならない。 
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２ 前項の補償の額は、管理団体（管理団体が地方公

共団体であるときは、当該地方公共団体の教育委

員会）が決定する。 

３ 前項の規定による補償額については、第四十一

条第三項の規定を準用する。 

４ 前項で準用する第四十一条第三項の規定による

訴えにおいては、管理団体を被告とする。 

第百十八条 管理団体が行う管理には、第三十条、第

三十一条第一項及び第三十三条の規定を、管理団

体が行う管理及び復旧には、第三十五条及び第四

十七条の規定を、管理団体が指定され、又はその

指定が解除された場合には、第五十六条第三項の

規定を準用する。 

（所有者による管理及び復旧） 

第百十九条 管理団体がある場合を除いて、史跡名

勝天然記念物の所有者は、当該史跡名勝天然記念

物の管理及び復旧に当たるものとする。 

２ 前項の規定により史跡名勝天然記念物の管理に

当たる所有者は、当該史跡名勝天然記念物の適切

な管理のため必要があるときは、第百九十二条の

二第一項に規定する文化財保存活用支援団体その

他の適当な者を専ら自己に代わり当該史跡名勝天

然記念物の管理の責めに任ずべき者（以下この章

及び第百八十七条第一項第三号において「管理責

任者」という。）に選任することができる。この場

合には、第三十一条第三項の規定を準用する。 

第百二十条 所有者が行う管理には、第三十条、第三

十一条第一項、第三十二条、第三十三条並びに第

百十五条第一項及び第二項（同条第二項について

は、管理責任者がある場合を除く。）の規定を、所

有者が行う管理及び復旧には、第三十五条及び第

四十七条の規定を、所有者が変更した場合の権利

義務の承継には、第五十六条第一項の規定を、管

理責任者が行う管理には、第三十条、第三十一条

第一項、第三十二条第三項、第三十三条、第四十

七条第四項及び第百十五条第二項の規定を準用す

る。 

（管理に関する命令又は勧告） 

第百二十一条 管理が適当でないため史跡名勝天然

記念物が滅失し、き損し、衰亡し、又は盗み取ら

れるおそれがあると認めるときは、文化庁長官は、

管理団体、所有者又は管理責任者に対し、管理方

法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要

な措置を命じ、又は勧告することができる。 

２ 前項の場合には、第三十六条第二項及び第三項

の規定を準用する。 

（復旧に関する命令又は勧告） 

第百二十二条 文化庁長官は、特別史跡名勝天然記

念物がき損し、又は衰亡している場合において、

その保存のため必要があると認めるときは、管理

団体又は所有者に対し、その復旧について必要な

命令又は勧告をすることができる。 

２ 文化庁長官は、特別史跡名勝天然記念物以外の

史跡名勝天然記念物が、き損し、又は衰亡してい

る場合において、その保存のため必要があると認

めるときは、管理団体又は所有者に対し、その復

旧について必要な勧告をすることができる。 

３ 前二項の場合には、第三十七条第三項及び第四

項の規定を準用する。 

（文化庁長官による特別史跡名勝天然記念物の復旧

等の施行） 

第百二十三条 文化庁長官は、次の各号のいずれか

に該当する場合においては、特別史跡名勝天然記

念物につき自ら復旧を行い、又は滅失、き損、衰

亡若しくは盗難の防止の措置をすることができる。 

一 管理団体、所有者又は管理責任者が前二条の

規定による命令に従わないとき。 

二 特別史跡名勝天然記念物がき損し、若しくは

衰亡している場合又は滅失し、き損し、衰亡し、

若しくは盗み取られるおそれのある場合にお

いて、管理団体、所有者又は管理責任者に復旧

又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措

置をさせることが適当でないと認められると

き。 

２ 前項の場合には、第三十八条第二項及び第三十

九条から第四十一条までの規定を準用する。 

（補助等に係る史跡名勝天然記念物譲渡の場合の納

付金） 

第百二十四条 国が復旧又は滅失、き損、衰亡若しく

は盗難の防止の措置につき第百十八条及び第百二

十条で準用する第三十五条第一項の規定により補

助金を交付し、又は第百二十一条第二項で準用す

る第三十六条第二項、第百二十二条第三項で準用

する第三十七条第三項若しくは前条第二項で準用

する第四十条第一項の規定により費用を負担した

史跡名勝天然記念物については、第四十二条の規

定を準用する。 

（現状変更等の制限及び原状回復の命令） 

第百二十五条 史跡名勝天然記念物に関しその現状

を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をし

ようとするときは、文化庁長官の許可を受けなけ

ればならない。ただし、現状変更については維持

の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執

る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響

の軽微である場合は、この限りでない。 

２ 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、

文部科学省令で定める。 

３ 第一項の規定による許可を与える場合には、第

四十三条第三項の規定を、第一項の規定による許

可を受けた者には、同条第四項の規定を準用する。 
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４ 第一項の規定による処分には、第百十一条第一

項の規定を準用する。 

５ 第一項の許可を受けることができなかつたこと

により、又は第三項で準用する第四十三条第三項

の許可の条件を付せられたことによつて損失を受

けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失

を補償する。 

６ 前項の場合には、第四十一条第二項から第四項

までの規定を準用する。 

７ 第一項の規定による許可を受けず、又は第三項

で準用する第四十三条第三項の規定による許可の

条件に従わないで、史跡名勝天然記念物の現状を

変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をした

者に対しては、文化庁長官は、原状回復を命ずる

ことができる。この場合には、文化庁長官は、原

状回復に関し必要な指示をすることができる。 

（関係行政庁による通知） 

第百二十六条 前条第一項の規定により許可を受け

なければならないこととされている行為であつて

その行為をするについて、他の法令の規定により

許可、認可その他の処分で政令に定めるものを受

けなければならないこととされている場合におい

て、当該他の法令において当該処分の権限を有す

る行政庁又はその委任を受けた者は、当該処分を

するときは、政令の定めるところにより、文化庁

長官（第百八十四条第一項又は第百八十四条の二

第一項の規定により前条第一項の規定による許可

を都道府県又は市町村の教育委員会が行う場合に

は、当該都道府県又は市町村の教育委員会）に対

し、その旨を通知するものとする。 

（復旧の届出等） 

第百二十七条 史跡名勝天然記念物を復旧しようと

するときは、管理団体又は所有者は、復旧に着手

しようとする日の三十日前までに、文部科学省令

の定めるところにより、文化庁長官にその旨を届

け出なければならない。ただし、第百二十五条第

一項の規定により許可を受けなければならない場

合その他文部科学省令の定める場合は、この限り

でない。 

２ 史跡名勝天然記念物の保護上必要があると認め

るときは、文化庁長官は、前項の届出に係る史跡

名勝天然記念物の復旧に関し技術的な指導と助言

を与えることができる。 

（環境保全） 

第百二十八条 文化庁長官は、史跡名勝天然記念物

の保存のため必要があると認めるときは、地域を

定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又

は必要な施設をすることを命ずることができる。 

２ 前項の規定による処分によつて損失を受けた者

に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償

する。 

３ 第一項の規定による制限又は禁止に違反した者

には、第百二十五条第七項の規定を、前項の場合

には、第四十一条第二項から第四項までの規定を

準用する。 

（管理団体による買取りの補助） 

第百二十九条 管理団体である地方公共団体その他

の法人が、史跡名勝天然記念物の指定に係る土地

又は建造物その他の土地の定着物で、その管理に

係る史跡名勝天然記念物の保存のため特に買い取

る必要があると認められるものを買い取る場合に

は、国は、その買取りに要する経費の一部を補助

することができる。 

２ 前項の場合には、第三十五条第二項及び第三項

並びに第四十二条の規定を準用する。 

（史跡名勝天然記念物保存活用計画の認定） 

第百二十九条の二 史跡名勝天然記念物の管理団体

又は所有者は、文部科学省令で定めるところによ

り、史跡名勝天然記念物の保存及び活用に関する

計画（以下「史跡名勝天然記念物保存活用計画」

という。）を作成し、文化庁長官の認定を申請する

ことができる。 

２ 史跡名勝天然記念物保存活用計画には、次に掲

げる事項を記載するものとする。 

一 当該史跡名勝天然記念物の名称及び所在地 

二 当該史跡名勝天然記念物の保存及び活用のた

めに行う具体的な措置の内容 

三 計画期間 

四 その他文部科学省令で定める事項 

３ 前項第二号に掲げる事項には、当該史跡名勝天

然記念物の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為

に関する事項を記載することができる。 

４ 文化庁長官は、第一項の規定による認定の申請

があつた場合において、その史跡名勝天然記念物

保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するも

のであると認めるときは、その認定をするものと

する。 

一 当該史跡名勝天然記念物保存活用計画の実施

が当該史跡名勝天然記念物の保存及び活用に

寄与するものであると認められること。 

二 円滑かつ確実に実施されると見込まれるもの

であること。 

三 第百八十三条の二第一項に規定する文化財保

存活用大綱又は第百八十三条の五第一項に規

定する認定文化財保存活用地域計画が定めら

れているときは、これらに照らし適切なもので

あること。 
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四 当該史跡名勝天然記念物保存活用計画に前項

に規定する事項が記載されている場合には、そ

の内容が史跡名勝天然記念物の現状変更又は

保存に影響を及ぼす行為を適切に行うために

必要なものとして文部科学省令で定める基準

に適合するものであること。 

５ 文化庁長官は、前項の認定をしたときは、遅滞な

く、その旨を当該認定を申請した者に通知しなけ

ればならない。 

（認定を受けた史跡名勝天然記念物保存活用計画の

変更） 

第百二十九条の三 前条第四項の認定を受けた史跡

名勝天然記念物の管理団体又は所有者は、当該認

定を受けた史跡名勝天然記念物保存活用計画の変

更（文部科学省令で定める軽微な変更を除く。）を

しようとするときは、文化庁長官の認定を受けな

ければならない。 

２ 前条第四項及び第五項の規定は、前項の認定に

ついて準用する。 

（現状変更等の許可の特例） 

第百二十九条の四 第百二十九条の二第三項に規定

する事項が記載された史跡名勝天然記念物保存活

用計画が同条第四項の認定（前条第一項の変更の

認定を含む。以下この章及び第百五十三条第二項

第二十五号において同じ。）を受けた場合において、

当該史跡名勝天然記念物の現状変更又は保存に影

響を及ぼす行為をその記載された事項の内容に即

して行うに当たり、第百二十五条第一項の許可を

受けなければならないときは、同項の規定にかか

わらず、当該現状変更又は保存に影響を及ぼす行

為が終了した後遅滞なく、文部科学省令で定める

ところにより、その旨を文化庁長官に届け出るこ

とをもつて足りる。 

（認定史跡名勝天然記念物保存活用計画の実施状況

に関する報告の徴収） 

第百二十九条の五 文化庁長官は、第百二十九条の

二第四項の認定を受けた史跡名勝天然記念物の管

理団体又は所有者に対し、当該認定を受けた史跡

名勝天然記念物保存活用計画（変更があつたとき

は、その変更後のもの。次条第一項及び第百二十

九条の七において「認定史跡名勝天然記念物保存

活用計画」という。）の実施の状況について報告を

求めることができる。 

（認定の取消し） 

第百二十九条の六 文化庁長官は、認定史跡名勝天

然記念物保存活用計画が第百二十九条の二第四項

各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき

は、その認定を取り消すことができる。 

２ 文化庁長官は、前項の規定により認定を取り消

したときは、遅滞なく、その旨を当該認定を受け

ていた者に通知しなければならない。 

（管理団体等への指導又は助言） 

第百二十九条の七 都道府県及び市町村の教育委員

会は、史跡名勝天然記念物の管理団体又は所有者

の求めに応じ、史跡名勝天然記念物保存活用計画

の作成及び認定史跡名勝天然記念物保存活用計画

の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言

をすることができる。 

２ 文化庁長官は、史跡名勝天然記念物の管理団体

又は所有者の求めに応じ、史跡名勝天然記念物保

存活用計画の作成及び認定史跡名勝天然記念物保

存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指

導又は助言をするように努めなければならない。 

（保存のための調査） 

第百三十条 文化庁長官は、必要があると認めると

きは、管理団体、所有者又は管理責任者に対し、

史跡名勝天然記念物の現状又は管理、復旧若しく

は環境保全の状況につき報告を求めることができ

る。 

第百三十一条 文化庁長官は、次の各号のいずれか

に該当する場合において、前条の報告によつても

なお史跡名勝天然記念物に関する状況を確認する

ことができず、かつ、その確認のため他に方法が

ないと認めるときは、調査に当たる者を定め、そ

の所在する土地又はその隣接地に立ち入つてその

現状又は管理、復旧若しくは環境保全の状況につ

き実地調査及び土地の発掘、障害物の除却その他

調査のため必要な措置をさせることができる。た

だし、当該土地の所有者、占有者その他の関係者

に対し、著しい損害を及ぼすおそれのある措置は、

させてはならない。 

一 史跡名勝天然記念物に関する現状変更又は保

存に影響を及ぼす行為の許可の申請があつた

とき。 

二 史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡して

いるとき。 

三 史跡名勝天然記念物が滅失し、き損し、衰亡

し、又は盗み取られるおそれのあるとき。 

四 特別の事情によりあらためて特別史跡名勝天

然記念物又は史跡名勝天然記念物としての価

値を調査する必要があるとき。 

２ 前項の規定による調査又は措置によつて損失を

受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損

失を補償する。 

３ 第一項の規定により立ち入り、調査する場合に

は、第五十五条第二項の規定を、前項の場合には、

第四十一条第二項から第四項までの規定を準用す

る。 
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（中略） 

第十一章 文化審議会への諮問 

第百五十三条 文部科学大臣は、次に掲げる事項に

ついては、あらかじめ、文化審議会に諮問しなけ

ればならない。 

（中略） 

十 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記

念物の指定及びその指定の解除 

十一 史跡名勝天然記念物の仮指定の解除 

２ 文化庁長官は、次に掲げる事項については、あら

かじめ、文化審議会に諮問しなければならない。 

（中略） 

十八 遺跡の現状変更となる行為についての停止

命令又は禁止命令の期間の延長 

十九 文化庁長官による埋蔵文化財の調査のため

の発掘の施行 

二十 史跡名勝天然記念物の管理又は特別史跡名

勝天然記念物の復旧に関する命令 

二十一 文化庁長官による特別史跡名勝天然記念

物の復旧又は滅失、毀損、衰亡若しくは盗難の

防止の措置の施行 

二十二 史跡名勝天然記念物の現状変更又は保存

に影響を及ぼす行為の許可 

二十三 史跡名勝天然記念物の環境保全のための

制限若しくは禁止又は必要な施設の命令 

二十四 史跡名勝天然記念物の現状変更若しくは

保存に影響を及ぼす行為の許可を受けず、若し

くはその許可の条件に従わない場合又は史跡

名勝天然記念物の環境保全のための制限若し

くは禁止に違反した場合の原状回復の命令 

二十五 史跡名勝天然記念物保存活用計画の第百

二十九条の二第四項の認定 

（中略） 

第十二章 補則 

（中略） 

第二節 国に関する特例 

（国に関する特例） 

第百六十二条 国又は国の機関に対しこの法律の規

定を適用する場合において、この節に特別の規定

のあるときは、その規定による。 

（重要文化財等についての国に関する特例） 

第百六十三条 重要文化財、重要有形民俗文化財、史

跡名勝天然記念物又は重要文化的景観が国有財産

法に規定する国有財産であるときは、そのものは、

文部科学大臣が管理する。ただし、そのものが文

部科学大臣以外の者が管理している同法第三条第

二項に規定する行政財産であるときその他文部科

学大臣以外の者が管理すべき特別の必要のあるも

のであるときは、そのものを関係各省各庁の長が

管理するか、又は文部科学大臣が管理するかは、

文部科学大臣、関係各省各庁の長及び財務大臣が

協議して定める。 

第百六十四条 前条の規定により重要文化財、重要

有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物又は重要文

化的景観を文部科学大臣が管理するため、所属を

異にする会計の間において所管換え又は所属替え

をするときは、国有財産法第十五条の規定にかか

わらず、無償として整理することができる。 

（中略） 

第百六十六条 重要文化財、重要有形民俗文化財、史

跡名勝天然記念物又は重要文化的景観を管理する

各省各庁の長は、この法律並びにこれに基づいて

発する文部科学省令及び文化庁長官の勧告に従い、

重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然

記念物又は重要文化的景観を管理しなければなら

ない。 

第百六十七条 次に掲げる場合には、関係各省各庁

の長は、文部科学大臣を通じ文化庁長官に通知し

なければならない。 

一 重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名

勝天然記念物を取得したとき。 

二 重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名

勝天然記念物の所管換えを受け、又は所属替え

をしたとき。 

三 所管に属する重要文化財、重要有形民俗文化

財、史跡名勝天然記念物又は重要文化的景観の

全部又は一部が滅失し、き損し、若しくは衰亡

し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られた

とき。 

四 所管に属する重要文化財又は重要有形民俗文

化財の所在の場所を変更しようとするとき。 

五 所管に属する重要文化財又は史跡名勝天然記

念物を修理し、又は復旧しようとするとき（次

条第一項第一号の規定により文化庁長官の同

意を求めなければならない場合その他文部科

学省令の定める場合を除く。）。 

六 所管に属する重要有形民俗文化財又は重要文

化的景観の現状を変更し、又はその保存に影響

を及ぼす行為をしようとするとき。 

七 所管に属する史跡名勝天然記念物の指定地域

内の土地について、その土地の所在、地番、地

目又は地積に異動があつたとき。 

２ 前項第一号及び第二号の場合に係る通知には、

第三十二条第一項（第八十条及び第百二十条で準

用する場合を含む。）の規定を、前項第三号の場合

に係る通知には、第三十三条（第八十条及び第百

二十条で準用する場合を含む。）及び第百三十六条

の規定を、前項第四号の場合に係る通知には、第

三十四条（第八十条で準用する場合を含む。）の規

定を、前項第五号の場合に係る通知には、第四十
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三条の二第一項及び第百二十七条第一項の規定を、

前項第六号の場合に係る通知には、第八十一条第

一項及び第百三十九条第一項の規定を、前項第七

号の場合に係る通知には、第百十五条第二項の規

定を準用する。 

３ 文化庁長官は、第一項第五号又は第六号の通知

に係る事項に関し必要な勧告をすることができる。 

第百六十八条 次に掲げる場合には、関係各省各庁

の長は、あらかじめ、文部科学大臣を通じ文化庁

長官の同意を求めなければならない。 

一 重要文化財又は史跡名勝天然記念物の現状を

変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をし

ようとするとき。 

二 所管に属する重要文化財又は重要有形民俗文

化財を輸出しようとするとき。 

三 所管に属する重要文化財、重要有形民俗文化

財又は史跡名勝天然記念物の貸付、交換、売払、

譲与その他の処分をしようとするとき。 

２ 各省各庁の長以外の国の機関が、重要文化財又

は史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその

保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、

あらかじめ、文化庁長官の同意を求めなければな

らない。 

３ 第一項第一号及び前項の場合には、第四十三条

第一項ただし書及び同条第二項並びに第百二十五

条第一項ただし書及び同条第二項の規定を準用す

る。 

４ 文化庁長官は、第一項第一号又は第二項に規定

する措置につき同意を与える場合においては、そ

の条件としてその措置に関し必要な勧告をするこ

とができる。 

５ 関係各省各庁の長その他の国の機関は、前項の

規定による文化庁長官の勧告を十分に尊重しなけ

ればならない。 

第百六十九条 文化庁長官は、必要があると認める

ときは、文部科学大臣を通じ各省各庁の長に対し、

次に掲げる事項につき必要な勧告をすることがで

きる。 

一 所管に属する重要文化財、重要有形民俗文化

財又は史跡名勝天然記念物の管理方法 

二 所管に属する重要文化財、重要有形民俗文化

財、史跡名勝天然記念物又は重要文化的景観の

修理若しくは復旧又は滅失、き損、衰亡若しく

は盗難の防止の措置 

三 重要文化財又は史跡名勝天然記念物の環境保

全のため必要な施設 

四 所管に属する重要文化財又は重要有形民俗文

化財の出品又は公開 

２ 前項の勧告については、前条第五項の規定を準

用する。 

３ 第一項の規定による文化庁長官の勧告に基づい

て施行する同項第二号に規定する修理、復旧若し

くは措置又は同項第三号に規定する施設に要する

経費の分担については、文部科学大臣と各省各庁

の長が協議して定める。 

第百七十条 文化庁長官は、次の各号のいずれかに

該当する場合においては、国の所有に属する国宝

又は特別史跡名勝天然記念物につき、自ら修理若

しくは復旧を行い、又は滅失、き損、衰亡若しく

は盗難の防止の措置をすることができる。この場

合においては、文化庁長官は、当該文化財が文部

科学大臣以外の各省各庁の長の所管に属するもの

であるときは、あらかじめ、修理若しくは復旧又

は措置の内容、着手の時期その他必要な事項につ

き、文部科学大臣を通じ当該文化財を管理する各

省各庁の長と協議し、当該文化財が文部科学大臣

の所管に属するものであるときは、文部科学大臣

の定める場合を除いて、その承認を受けなければ

ならない。 

一 関係各省各庁の長が前条第一項第二号に規定

する修理若しくは復旧又は措置についての文

化庁長官の勧告に応じないとき。 

二 国宝又は特別史跡名勝天然記念物がき損し、

若しくは衰亡している場合又は滅失し、き損し、

衰亡し、若しくは盗み取られるおそれのある場

合において、関係各省各庁の長に当該修理若し

くは復旧又は措置をさせることが適当でない

と認められるとき。 

第百七十条の二 国の所有に属する重要文化財、重

要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物を管理

する各省各庁の長は、文部科学省令で定めるとこ

ろにより、重要文化財保存活用計画、重要有形民

俗文化財保存活用計画又は史跡名勝天然記念物保

存活用計画を作成し、文部科学大臣を通じ文化庁

長官の同意を求めることができる。 

２ 文化庁長官は、前項の規定による同意の求めが

あつた場合において、その重要文化財保存活用計

画、重要有形民俗文化財保存活用計画又は史跡名

勝天然記念物保存活用計画がそれぞれ第五十三条

の二第四項各号、第八十五条の二第四項各号又は

第百二十九条の二第四項各号のいずれにも適合す

るものであると認めるときは、その同意をするも

のとする。 

第百七十条の三 前条第二項の同意を得た各省各庁

の長は、当該同意を得た重要文化財保存活用計画、

重要有形民俗文化財保存活用計画又は史跡名勝天

然記念物保存活用計画の変更（文部科学省令で定

める軽微な変更を除く。）をしようとするときは、

文部科学大臣を通じ文化庁長官の同意を求めなけ

ればならない。 
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２ 前条第二項の規定は、前項の同意について準用

する。 

第百七十条の四 第五十三条の二第三項第一号に掲

げる事項が記載された重要文化財保存活用計画、

第八十五条の二第三項に規定する事項が記載され

た重要有形民俗文化財保存活用計画又は第百二十

九条の二第三項に規定する事項が記載された史跡

名勝天然記念物保存活用計画について第百七十条

の二第二項の同意（前条第一項の変更の同意を含

む。次条及び第百七十条の六において同じ。）を得

た場合において、当該重要文化財、重要有形民俗

文化財又は史跡名勝天然記念物の現状変更又は保

存に影響を及ぼす行為をその記載された事項の内

容に即して行うに当たり、第百六十七条第一項（第

六号に係る部分に限る。）の規定による通知をし、

又は第百六十八条第一項（第一号に係る部分に限

る。）の規定による同意を求めなければならないと

きは、これらの規定にかかわらず、当該現状変更

又は保存に影響を及ぼす行為が終了した後遅滞な

く、文部科学省令で定めるところにより、その旨

を文部科学大臣を通じ文化庁長官に通知すること

をもつて足りる。 

（中略） 

第百七十条の六 文部科学大臣は、第百七十条の二

第二項の同意を得た各省各庁の長に対し、当該同

意を得た重要文化財保存活用計画、重要有形民俗

文化財保存活用計画又は史跡名勝天然記念物保存

活用計画（いずれも変更があつたときは、その変

更後のもの）の実施の状況について報告を求める

ことができる。 

（中略） 

第百七十二条 文化庁長官は、国の所有に属する重

要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然

記念物の保存のため特に必要があると認めるとき

は、適当な地方公共団体その他の法人を指定して

当該文化財の保存のため必要な管理（当該文化財

の保存のため必要な施設、設備その他の物件で国

の所有又は管理に属するものの管理を含む。）を行

わせることができる。 

２ 前項の規定による指定をするには、文化庁長官

は、あらかじめ、文部科学大臣を通じ当該文化財

を管理する各省各庁の長の同意を求めるとともに、

指定しようとする地方公共団体その他の法人の同

意を得なければならない。 

３ 第一項の規定による指定には、第三十二条の二

第三項及び第四項の規定を準用する。 

４ 第一項の規定による管理によつて生ずる収益は、

当該地方公共団体その他の法人の収入とする。 

５ 地方公共団体その他の法人が第一項の規定によ

る管理を行う場合には、重要文化財又は重要有形

民俗文化財の管理に係るときは、第三十条、第三

十一条第一項、第三十二条の四第一項、第三十三

条、第三十四条、第三十五条、第三十六条、第四

十七条の二第三項及び第五十四条の規定を、史跡

名勝天然記念物に係るときは、第三十条、第三十

一条第一項、第三十三条、第三十五条、第百十五

条第一項及び第二項、第百十六条第一項及び第三

項、第百二十一条並びに第百三十条の規定を準用

する。 

第百七十三条 前条第一項の規定による指定の解除

については、第三十二条の三の規定を準用する。 

第百七十四条 文化庁長官は、重要文化財、重要有形

民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の保護のため

特に必要があると認めるときは、第百七十二条第

一項の規定による指定を受けた地方公共団体その

他の法人に当該文化財の修理又は復旧を行わせる

ことができる。 

２ 前項の規定による修理又は復旧を行わせる場合

には、第百七十二条第二項の規定を準用する。 

３ 地方公共団体その他の法人が第一項の規定によ

る修理又は復旧を行う場合には、重要文化財又は

重要有形民俗文化財に係るときは、第三十二条の

四第一項及び第三十五条の規定を、史跡名勝天然

記念物に係るときは、第三十五条、第百十六条第

一項及び第百十七条の規定を準用する。 

第百七十四条の二 第百七十二条第一項の規定によ

る指定を受けた地方公共団体その他の法人が作成

する重要文化財保存活用計画、重要有形民俗文化

財保存活用計画又は史跡名勝天然記念物保存活用

計画については、それぞれ第五十三条の二から第

五十三条の八までの規定、第八十五条の二から第

八十五条の四までの規定又は第百二十九条の二か

ら第百二十九条の七までの規定を準用する。 

２ 文化庁長官は、前項において準用する第五十三

条の二第四項、第八十五条の二第四項又は第百二

十九条の二第四項の認定（前項において準用する

第五十三条の三第一項（前項において準用する第

八十五条の四において準用する場合を含む。）又は

第百二十九条の三第一項の変更の認定を含む。）を

しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣

を通じ当該重要文化財、重要有形民俗文化財又は

史跡名勝天然記念物を管理する各省各庁の長と協

議しなければならない。ただし、当該各省各庁の

長が文部科学大臣であるときは、その承認を受け

るべきものとする。 

第百七十五条 第百七十二条第一項の規定による指

定を受けた地方公共団体は、その管理する国の所

有に属する重要文化財、重要有形民俗文化財又は

史跡名勝天然記念物でその指定に係る土地及び建
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造物を、その管理のため必要な限度において、無

償で使用することができる。 

２ 国有財産法第二十二条第二項及び第三項の規定

は、前項の規定により土地及び建造物を使用させ

る場合について準用する。 

第百七十六条 文化庁長官は、第九十八条第一項の

規定により発掘を施行しようとする場合において、

その発掘を施行しようとする土地が国の所有に属

し、又は国の機関の占有するものであるときは、

あらかじめ、発掘の目的、方法、着手の時期その

他必要と認める事項につき、文部科学大臣を通じ

関係各省各庁の長と協議しなければならない。た

だし、当該各省各庁の長が文部科学大臣であると

きは、その承認を受けるべきものとする。 

第百七十七条 第百四条第一項の規定により国庫に

帰属した文化財は、文化庁長官が管理する。ただ

し、その保存のため又はその効用から見て他の機

関に管理させることが適当であるときは、これを

当該機関の管理に移さなければならない。 

（中略） 

第三節 地方公共団体及び教育委員会 

（地方公共団体の事務） 

第百八十二条 地方公共団体は、文化財の管理、修理、

復旧、公開その他その保存及び活用に要する経費

につき補助することができる。 

（中略） 

（地方債についての配慮） 

第百八十三条 地方公共団体が文化財の保存及び活

用を図るために行う事業に要する経費に充てるた

めに起こす地方債については、法令の範囲内にお

いて、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況

が許す限り、適切な配慮をするものとする。 

（中略） 

（都道府県又は市の教育委員会が処理する事務） 

第百八十四条 次に掲げる文化庁長官の権限に属す

る事務の全部又は一部は、政令で定めるところに

より、都道府県又は市の教育委員会が行うことと

することができる。 

一 第三十五条第三項（第三十六条第三項（第八

十三条、第百二十一条第二項（第百七十二条第

五項で準用する場合を含む。）及び第百七十二

条第五項で準用する場合を含む。）、第三十七条

第四項（第八十三条及び第百二十二条第三項で

準用する場合を含む。）、第四十六条の二第二項、

第七十四条第二項、第七十六条の十第二項、第

七十七条第二項（第九十一条で準用する場合を

含む。）、第八十三条、第八十七条第二項、第九

十条の七第二項、第百十八条、第百二十条、第

百二十九条第二項、第百七十二条第五項及び第

百七十四条第三項で準用する場合を含む。）の

規定による指揮監督 

二 第四十三条又は第百二十五条の規定による現

状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可及

びその取消し並びにその停止命令（重大な現状

変更又は保存に重大な影響を及ぼす行為の許

可及びその取消しを除く。） 

（中略） 

五 第五十四条（第八十六条及び第百七十二条第

五項で準用する場合を含む。）、第五十五条、第

百三十条（第百七十二条第五項で準用する場合

を含む。）又は第百三十一条の規定による調査

又は調査のため必要な措置の施行 

 第九十二条第一項（第九十三条第一項において

準用する場合を含む。）の規定による届出の受

理、第九十二条第二項の規定による指示及び命

令、第九十三条第二項の規定による指示、第九

十四条第一項の規定による通知の受理、同条第

二項の規定による通知、同条第三項の規定によ

る協議、同条第四項の規定による勧告、第九十

六条第一項の規定による届出の受理、同条第二

項又は第七項の規定による命令、同条第三項の

規定による意見の聴取、同条第五項又は第七項

の規定による期間の延長、同条第八項の規定に

よる指示、第九十七条第一項の規定による通知

の受理、同条第二項の規定による通知、同条第

三項の規定による協議並びに同条第四項の規

定による勧告 

２ 都道府県又は市の教育委員会が前項の規定によ

つてした同項第五号に掲げる第五十五条又は第百

三十一条の規定による立入調査又は調査のための

必要な措置の施行については、審査請求をするこ

とができない。 

３ 都道府県又は市の教育委員会が、第一項の規定

により、同項第六号に掲げる事務のうち第九十四

条第一項から第四項まで又は第九十七条第一項か

ら第四項までの規定によるものを行う場合には、

第九十四条第五項又は第九十七条第五項の規定は

適用しない。 

４ 都道府県又は市の教育委員会が第一項の規定に

よつてした次の各号に掲げる事務（当該事務が地

方自治法第二条第八項に規定する自治事務である

場合に限る。）により損失を受けた者に対しては、

当該各号に定める規定にかかわらず、当該都道府

県又は市が、その通常生ずべき損失を補償する。 

一 第一項第二号に掲げる第四十三条又は第百二

十五条の規定による現状変更又は保存に影響

を及ぼす行為の許可 第四十三条第五項又は

第百二十五条第五項 
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二 第一項第五号に掲げる第五十五条又は第百三

十一条の規定による調査又は調査のため必要

な措置の施行 第五十五条第三項又は第百三

十一条第二項 

三 第一項第六号に掲げる第九十六条第二項の規

定による命令 同条第九項 

５ 前項の補償の額は、当該都道府県又は市の教育

委員会が決定する。 

６ 前項の規定による補償額については、第四十一

条第三項の規定を準用する。 

７ 前項において準用する第四十一条第三項の規定

による訴えにおいては、都道府県又は市を被告と

する。 

８ 都道府県又は市の教育委員会が第一項の規定に

よつてした処分その他公権力の行使に当たる行為

のうち地方自治法第二条第九項第一号に規定する

第一号法定受託事務に係るものについての審査請

求は、文化庁長官に対してするものとする。 

（認定市町村の教育委員会が処理する事務） 

第百八十四条の二 前条第一項第二号、第四号又は

第五号に掲げる文化庁長官の権限に属する事務で

あつて認定市町村の区域内に係るものの全部又は

一部は、認定文化財保存活用地域計画の計画期間

内に限り、政令で定めるところにより、当該認定

文化財保存活用地域計画の実施に必要な範囲内に

おいて、当該認定市町村の教育委員会が行うこと

とすることができる。 

２ 前項の規定により認定市町村の教育委員会が同

項に規定する事務を行う場合には、前条第二項、

第四項（第三号に係る部分を除く。）及び第五項か

ら第八項までの規定を準用する。 

３ 第一項の規定により認定市町村の教育委員会が

同項に規定する事務を開始する日前になされた当

該事務に係る許可等の処分その他の行為（以下こ

の条において「処分等の行為」という。）又は許可

の申請その他の行為（以下この条において「申請

等の行為」という。）は、同日以後においては、当

該認定市町村の教育委員会のした処分等の行為又

は当該認定市町村の教育委員会に対して行つた申

請等の行為とみなす。 

４ 認定文化財保存活用地域計画の計画期間の終了

その他の事情により認定市町村の教育委員会が第

一項に規定する事務を終了する日以前になされた

当該事務に係る処分等の行為又は申請等の行為は、

同日の翌日以後においては、その終了後に当該事

務を行うこととなる者のした処分等の行為又は当

該者に対して行つた申請等の行為とみなす。 

（中略） 

（修理等の施行の委託） 

第百八十六条 文化庁長官は、必要があると認める

ときは、第三十八条第一項又は第百七十条の規定

による国宝の修理又は滅失、き損若しくは盗難の

防止の措置の施行、第九十八条第一項の規定によ

る発掘の施行及び第百二十三条第一項又は第百七

十条の規定による特別史跡名勝天然記念物の復旧

又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措置

の施行につき、都道府県の教育委員会に対し、そ

の全部又は一部を委託することができる。 

２ 都道府県の教育委員会が前項の規定による委託

に基づき、第三十八条第一項の規定による修理又

は措置の施行の全部又は一部を行う場合には、第

三十九条の規定を、第九十八条第一項の規定によ

る発掘の施行の全部又は一部を行う場合には、同

条第三項で準用する第三十九条の規定を、第百二

十三条第一項の規定による復旧又は措置の施行の

全部又は一部を行う場合には、同条第二項で準用

する第三十九条の規定を準用する。 

（重要文化財等の管理等の受託又は技術的指導） 

第百八十七条 都道府県又は指定都市の教育委員会

は、次の各号に掲げる者の求めに応じ、当該各号

に定める管理、修理又は復旧につき委託を受け、

又は技術的指導をすることができる。 

一 重要文化財の所有者（管理団体がある場合は、

その者）又は管理責任者 当該重要文化財の管

理（管理団体がある場合を除く。）又は修理 

二 重要有形民俗文化財の所有者（管理団体があ

る場合は、その者）又は管理責任者（第八十条

において準用する第三十一条第二項の規定に

より選任された管理の責めに任ずべき者をい

う。） 当該重要有形民俗文化財の管理（管理

団体がある場合を除く。）又は修理 

三 史跡名勝天然記念物の所有者（管理団体があ

る場合は、その者）又は管理責任者 当該史跡

名勝天然記念物の管理（管理団体がある場合を

除く。）又は復旧 

２ 都道府県又は指定都市の教育委員会が前項の規

定により管理、修理又は復旧の委託を受ける場合

には、第三十九条第一項及び第二項の規定を準用

する。 

（書類等の経由） 

第百八十八条 この法律の規定により文化財に関し

文部科学大臣又は文化庁長官に提出すべき届書そ

の他の書類及び物件の提出は、都道府県の教育委

員会（当該文化財が指定都市の区域内に存する場

合にあつては、当該指定都市の教育委員会。以下

この条において同じ。）を経由すべきものとする。 

２ 都道府県の教育委員会は、前項に規定する書類

及び物件を受理したときは、意見を具してこれを
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文部科学大臣又は文化庁長官に送付しなければな

らない。 

３ この法律の規定により文化財に関し文部科学大

臣又は文化庁長官が発する命令、勧告、指示その

他の処分の告知は、都道府県の教育委員会を経由

すべきものとする。ただし、特に緊急な場合は、

この限りでない。 

（文部科学大臣又は文化庁長官に対する意見具申） 

第百八十九条 都道府県及び市町村の教育委員会は、

当該都道府県又は市町村の区域内に存する文化財

の保存及び活用に関し、文部科学大臣又は文化庁

長官に対して意見を具申することができる。 

（中略） 

第十三章 罰則 

（中略） 

第百九十六条 史跡名勝天然記念物の現状を変更し、

又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを

滅失し、毀損し、又は衰亡するに至らしめた者は、

五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰

金に処する。 

２ 前項に規定する者が当該史跡名勝天然記念物の

所有者であるときは、二年以下の懲役若しくは禁

錮又は五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 

第百九十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、

五十万円以下の罰金に処する。 

一 第四十三条又は第百二十五条の規定に違反し

て、許可を受けず、若しくはその許可の条件に

従わないで、重要文化財若しくは史跡名勝天然

記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影

響を及ぼす行為をし、又は現状変更若しくは保

存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わな

かつた者 

二 第九十六条第二項の規定に違反して、現状を

変更することとなるような行為の停止又は禁

止の命令に従わなかつた者 

第百九十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、

三十万円以下の罰金に処する。 

一 第三十九条第三項（第百八十六条第二項にお

いて準用する場合を含む。）において準用する

第三十二条の二第五項の規定に違反して、国宝

の修理又は滅失、毀損若しくは盗難の防止の措

置の施行を拒み、又は妨げた者 

二 第九十八条第三項（第百八十六条第二項にお

いて準用する場合を含む。）において準用する

第三十九条第三項において準用する第三十二

条の二第五項の規定に違反して、発掘の施行を

拒み、又は妨げた者 

三 第百二十三条第二項（第百八十六条第二項に

おいて準用する場合を含む。）において準用す

る第三十九条第三項において準用する第三十

二条の二第五項の規定に違反して、特別史跡名

勝天然記念物の復旧又は滅失、毀損、衰亡若し

くは盗難の防止の措置の施行を拒み、又は妨げ

た者 

第百九十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の

代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人

の業務又は財産の管理に関して第百九十三条から

前条までの違反行為をしたときは、その行為者を

罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰

金刑を科する。 

第二百条 第三十九条第一項（第四十七条第三項（第

八十三条で準用する場合を含む。）、第百二十三条

第二項、第百八十六条第二項又は第百八十七条第

二項で準用する場合を含む。）、第四十九条（第八

十五条で準用する場合を含む。）又は第百八十五条

第二項に規定する重要文化財、重要有形民俗文化

財又は史跡名勝天然記念物の管理、修理又は復旧

の施行の責めに任ずべき者が怠慢又は重大な過失

によりその管理、修理又は復旧に係る重要文化財、

重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物を滅

失し、き損し、衰亡し、又は盗み取られるに至ら

しめたときは、三十万円以下の過料に処する。 

第二百一条 次の各号のいずれかに該当する者は、

三十万円以下の過料に処する。 

一 正当な理由がなくて、第三十六条第一項（第

八十三条及び第百七十二条第五項で準用する

場合を含む。）又は第三十七条第一項の規定に

よる重要文化財若しくは重要有形民俗文化財

の管理又は国宝の修理に関する文化庁長官の

命令に従わなかつた者 

二 正当な理由がなくて、第百二十一条第一項（第

百七十二条第五項で準用する場合を含む。）又

は第百二十二条第一項の規定による史跡名勝

天然記念物の管理又は特別史跡名勝天然記念

物の復旧に関する文化庁長官の命令に従わな

かつた者 

（中略） 

第二百二条 次の各号のいずれかに該当する者は、

十万円以下の過料に処する。 

一 正当な理由がなくて、第四十五条第一項の規

定による制限若しくは禁止又は施設の命令に

違反した者 

（中略） 

五 第五十三条の六（第八十五条の四（第百七十

四条の二第一項において準用する場合を含む。）

及び第百七十四条の二第一項において準用す

る場合を含む。）、第五十四条（第八十六条及び

第百七十二条第五項において準用する場合を

含む。）、第五十五条、第六十七条の五（第九十

条の四及び第百三十三条の四において準用す
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る場合を含む。）、第六十八条（第九十条第三項

及び第百三十三条において準用する場合を含

む。）、第七十六条の四（第八十九条の三におい

て準用する場合を含む。）、第七十六条の十五

（第九十条の十一において準用する場合を含

む。）、第百二十九条の五（第百七十四条の二第

一項において準用する場合を含む。）、第百三十

条（第百七十二条第五項において準用する場合

を含む。）、第百三十一条又は第百四十条の規定

に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告

をし、又は当該公務員の立入調査若しくは調査

のための必要な措置の施行を拒み、妨げ、若し

くは忌避した者 

六 第九十二条第二項の規定に違反して、発掘の

禁止、停止又は中止の命令に従わなかつた者 

七 正当な理由がなくて、第百二十八条第一項の

規定による制限若しくは禁止又は施設の命令

に違反した者 

第二百三条 次の各号のいずれかに該当する者は、

五万円以下の過料に処する。 

（中略） 

二 第三十一条第三項（第六十条第四項（第九十

条第三項において準用する場合を含む。）、第八

十条及び第百十九条第二項（第百三十三条にお

いて準用する場合を含む。）において準用する

場合を含む。）、第三十二条（第六十条第四項（第

九十条第三項において準用する場合を含む。）、

第八十条及び第百二十条（第百三十三条におい

て準用する場合を含む。）において準用する場

合を含む。）、第三十三条（第八十条、第百十八

条及び第百二十条（これらの規定を第百三十三

条において準用する場合を含む。）並びに第百

七十二条第五項において準用する場合を含

む。）、第三十四条（第八十条及び第百七十二条

第五項において準用する場合を含む。）、第四十

三条の二第一項、第五十三条の四若しくは第五

十三条の五（これらの規定を第百七十四条の二

第一項において準用する場合を含む。）、第六十

一条若しくは第六十二条（これらの規定を第九

十条第三項において準用する場合を含む。）、第

六十四条第一項（第九十条第三項及び第百三十

三条において準用する場合を含む。）、第六十五

条第一項（第九十条第三項において準用する場

合を含む。）、第六十七条の四、第七十三条、第

七十六条の九、第八十一条第一項、第八十四条

第一項本文、第八十五条の三（第百七十四条の

二第一項において準用する場合を含む。）、第九

十条の三、第九十二条第一項、第九十六条第一

項、第百十五条第二項（第百二十条、第百三十

三条及び第百七十二条第五項において準用す

る場合を含む。）、第百二十七条第一項、第百二

十九条の四（第百七十四条の二第一項において

準用する場合を含む。）、第百三十三条の三、第

百三十六条又は第百三十九条第一項の規定に

違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした

者 

三 第三十二条の二第五項（第三十四条の三第二

項（第八十三条において準用する場合を含む。）、

第六十条第四項及び第六十三条第二項（これら

の規定を第九十条第三項において準用する場

合を含む。）並びに第八十条において準用する

場合を含む。）又は第百十五条第四項（第百三

十三条において準用する場合を含む。）の規定

に違反して、管理、修理若しくは復旧又は管理、

修理若しくは復旧のため必要な措置を拒み、妨

げ、又は忌避した者 
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(２) ⽂化財保護法施⾏令（抜粋） 
昭和 50年９月９日政令第 267 号 

最終改正：令和６年４月24日第174号改正 

 

内閣は、文化財保護法（昭和二十五年法律第二百

十四号）第五十七条の三第一項、第八十条の二及び第

八十三条の三第一項（同条第二項において準用する

場合を含む。）並びに文化財保護法の一部を改正する

法律（昭和五十年法律第四十九号）附則第十項の規定

に基づき、この政令を制定する。 

（中略） 

（都道府県又は市の教育委員会が処理する事務） 

第五条 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務

は、都道府県の教育委員会（当該都道府県が特定

地方公共団体である場合にあつては、当該都道府

県の知事。以下同じ。）が行うこととする。ただし、

我が国にとつて歴史上又は学術上の価値が特に高

いと認められる埋蔵文化財について、文化庁長官

がその保護上特に必要があると認めるときは、自

ら第五号に掲げる事務（法第九十二条第一項の規

定による届出の受理及び法第九十四条第一項又は

第九十七条第一項の規定による通知の受理を除

く。）を行うことを妨げない。 

一 法第三十五条第三項（法第八十三条、第百十

八条、第百二十条及び第百七十二条第五項にお

いて準用する場合を含む。）の規定による指揮

監督（管理に係るものに限る。）並びに法第三

十六条第三項（法第八十三条、第百二十一条第

二項（法第百七十二条第五項において準用する

場合を含む。）及び第百七十二条第五項におい

て準用する場合を含む。）、第四十六条の二第二

項及び第百二十九条第二項において準用する

法第三十五条第三項の規定による指揮監督 

二 法第四十三条第四項（法第百二十五条第三項

において準用する場合を含む。）の規定による

現状変更又は保存に影響を及ぼす行為（以下

「現状変更等」という。）の停止命令（文化庁長

官が許可した現状変更等に係るものに限る。） 

三 法第五十一条第五項（法第五十一条の二（法

第八十五条において準用する場合を含む。）及

び第八十五条において準用する場合を含む。）

の規定による公開の停止命令（公開に係る重要

文化財又は重要有形民俗文化財が当該都道府

県の区域内に存するものである場合に限る。）

及び法第八十四条第二項において準用する法

第五十一条第五項の規定による公開の停止命

令 

四 法第五十三条第四項の規定による公開の停止

命令（文化庁長官が許可した公開に係るものに

限る。） 

五 法第九十二条第一項の規定による届出の受理、

同条第二項の規定による指示及び命令、法第九

十四条第一項の規定による通知の受理、同条第

二項の規定による通知、同条第三項の規定によ

る協議、同条第四項の規定による勧告、法第九

十七条第一項の規定による通知の受理、同条第

二項の規定による通知、同条第三項の規定によ

る協議並びに同条第四項の規定による勧告 

２ 法第九十三条第一項において準用する法第九十

二条第一項の規定による届出の受理、法第九十三

条第二項の規定による指示、法第九十六条第一項

の規定による届出の受理、同条第二項又は第七項

の規定による命令、同条第三項の規定による意見

の聴取、同条第五項又は第七項の規定による期間

の延長及び同条第八項の規定による指示について

の文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の

教育委員会（地方自治法（昭和二十二年法律第六

十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市

（以下「指定都市」という。）の区域内における土

地の発掘又は遺跡の発見に係るものにあつては、

当該指定都市の教育委員会（当該指定都市が特定

地方公共団体である場合にあつては、当該指定都

市の長））が行うこととする。ただし、我が国にと

つて歴史上又は学術上の価値が特に高いと認めら

れる埋蔵文化財について、文化庁長官がその保護

上特に必要があると認めるときは、自らこれらの

事務（法第九十三条第一項において準用する法第

九十二条第一項の規定による届出の受理及び法第

九十六条第一項の規定による届出の受理を除く。）

を行うことを妨げない。 

３ 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、

都道府県の教育委員会（第一号及び第三号に掲げ

るものにあつては第一号イ及びロに掲げる現状変

更等が指定都市又は地方自治法第二百五十二条の

二十二第一項の中核市（以下「指定都市等」とい

う。）の区域内において行われる場合、第二号に掲

げるものにあつては指定都市等の区域内において

公開が行われ、かつ、当該公開に係る重要文化財

が当該指定都市等の区域内に存するもののみであ

る場合においては、当該指定都市等の教育委員会

（当該指定都市等が特定地方公共団体である場合

にあつては、当該指定都市等の長。第七条におい

て同じ。））が行うこととする。 

一 次に掲げる現状変更等に係る法第四十三条第

一項、第三項及び第四項の規定による許可及び

その取消し並びに停止命令 

イ 建造物である重要文化財と一体のものと

して当該重要文化財に指定された土地その
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他の物件（建造物を除く。）の現状変更等 

ロ 金属、石又は土で作られた重要文化財の型

取り 

二 法第五十三条第一項、第三項及び第四項の規

定による公開の許可及びその取消し並びに公

開の停止命令（公開に係る重要文化財が当該都

道府県又は指定都市等の区域内に存するもの

のみである場合に限る。） 

三 法第五十四条（法第百七十二条第五項におい

て準用する場合を含む。）及び第五十五条の規

定による調査（第一号イ及びロに掲げる現状変

更等に係る法第四十三条第一項の規定による

許可の申請に係るものに限る。） 

４ 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、

都道府県の教育委員会（第一号イからリまで及び

ルに掲げる現状変更等が市の区域（法第百十五条

第一項に規定する管理団体（以下この条及び次条

第二項第一号イにおいて単に「管理団体」という。）

が都道府県である史跡名勝天然記念物の管理のた

めの計画（以下この条並びに次条第二項第一号イ

及びハにおいて「管理計画」という。）を当該都道

府県の教育委員会が定めている区域を除く。以下

この項において「市の特定区域」という。）内にお

いて行われる場合、第一号ヌに掲げる現状変更等

を行う動物園又は水族館が市の特定区域内に存す

る場合並びに同号ヲに規定する指定区域が市の特

定区域内に存する場合にあつては、当該市の教育

委員会（当該市が特定地方公共団体である場合に

あつては、当該市の長。以下この条において同じ。））

が行うこととする。 

一 次に掲げる現状変更等（イからチまでに掲げ

るものにあつては、史跡名勝天然記念物の指定

に係る地域内において行われるものに限る。）

に係る法第百二十五条第一項並びに同条第三

項において準用する法第四十三条第三項及び

第四項の規定による許可及びその取消し並び

に停止命令 

イ 小規模建築物（階数が二以下で、かつ、地

階を有しない木造又は鉄骨造の建築物であ

つて、建築面積（増築又は改築にあつては、

増築又は改築後の建築面積）が百二十平方

メートル以下のものをいう。ロにおいて同

じ。）で二年以内の期間を限つて設置される

ものの新築、増築又は改築 

ロ 小規模建築物の新築、増築又は改築（増築

又は改築にあつては、建築の日から五十年

を経過していない小規模建築物に係るもの

に限る。）であつて、指定に係る地域の面積

が百五十ヘクタール以上である史跡名勝天

然記念物に係る都市計画法（昭和四十三年

法律第百号）第八条第一項第一号の第一種

低層住居専用地域、第二種低層住居専用地

域又は田園住居地域におけるもの 

ハ 工作物（建築物を除く。以下このハにおい

て同じ。）の設置若しくは改修（改修にあつ

ては、設置の日から五十年を経過していな

い工作物に係るものに限る。）又は道路の舗

装若しくは修繕（それぞれ土地の掘削、盛土、

切土その他土地の形状の変更を伴わないも

のに限る。） 

ニ 法第百十五条第一項（法第百二十条及び第

百七十二条第五項において準用する場合を

含む。）に規定する史跡名勝天然記念物の管

理に必要な施設の設置又は改修 

ホ 電柱、電線、ガス管、水管、下水道管その

他これらに類する工作物の設置又は改修 

ヘ 建築物等の除却（建築又は設置の日から五

十年を経過していない建築物等に係るもの

に限る。） 

ト 木竹の伐採（名勝又は天然記念物の指定に

係る木竹については、危険防止のため必要

な伐採に限る。） 

チ 史跡名勝天然記念物の保存のため必要な

試験材料の採取 

リ 天然記念物に指定された動物の個体の保

護若しくは生息状況の調査又は当該動物に

よる人の生命若しくは身体に対する危害の

防止のため必要な捕獲及び当該捕獲した動

物の飼育、当該捕獲した動物への標識若し

くは発信機の装着又は当該捕獲した動物の

血液その他の組織の採取 

ヌ 天然記念物に指定された動物の動物園又

は水族館相互間における譲受け又は借受け 

ル 天然記念物に指定された鳥類の巣で電柱

に作られたもの（現に繁殖のために使用さ

れているものを除く。）の除却 

ヲ イからルまでに掲げるもののほか、史跡名

勝天然記念物の指定に係る地域のうち指定

区域（当該史跡名勝天然記念物の管理計画

を都道府県の教育委員会（当該管理計画が

市の区域（管理団体が当該都道府県である

史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内の

区域に限る。）又は町村の区域（次条第七項

に規定する特定認定市町村である町村であ

つて同条第二項に規定する事務を行うこと

とされたものにあつては、管理団体が当該

都道府県である史跡名勝天然記念物の指定

に係る地域内の区域に限る。）を対象とする

場合に限る。）又は市の教育委員会（当該管

理計画が市の特定区域を対象とする場合に
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限る。）が定めている区域のうち当該都道府

県又は市の教育委員会の申出に係るもので、

現状変更等の態様、頻度その他の状況を勘

案して文化庁長官が指定する区域をいう。）

における現状変更等 

二 法第百三十条（法第百七十二条第五項におい

て準用する場合を含む。）及び第百三十一条の

規定による調査及び調査のため必要な措置の

施行（前号イからヲまでに掲げる現状変更等に

係る法第百二十五条第一項の規定による許可

の申請に係るものに限る。） 

５ 前項の管理計画に記載すべき事項は、文部科学

省令で定める。 

６ 都道府県の教育委員会は、管理団体が当該都道

府県である史跡名勝天然記念物について、市の区

域を対象とする管理計画を定めようとするときは、

あらかじめ、当該市の教育委員会に協議し、その

同意を得なければならない。これを変更し、又は

廃止しようとするときも、同様とする。 

７ 第四項の規定により同項各号に掲げる事務のう

ち市の区域に係るものを行おうとする都道府県の

教育委員会は、文部科学省令で定めるところによ

り、その旨を公示しなければならない。これを変

更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 

８ 文化庁長官は、第四項第一号ヲの規定による指

定区域の指定をしたときは、その旨を官報で告示

しなければならない。 

９ 第一項本文、第二項本文、第三項及び第四項の場

合においては、法の規定中これらの規定により都

道府県又は市の教育委員会が行う事務に係る文化

庁長官に関する規定は、都道府県又は市の教育委

員会に関する規定として都道府県又は市の教育委

員会に適用があるものとする。 

（認定市町村の教育委員会が処理することができる

事務） 

第六条 法第百八十四条の二第一項の規定により認

定市町村（法第百八十三条の三第五項の認定を受

けた市町村をいい、指定都市等であるものを除く。

以下この条及び第八条において同じ。）の教育委員

会（当該認定市町村が特定地方公共団体である場

合にあつては、当該認定市町村の長。以下この条

において同じ。）が行うこととすることができる事

務は、次に掲げる事務の全部又は一部とする。 

一 前条第三項第一号及び第三号に掲げる事務

（同項第一号イ及びロに掲げる現状変更等が

当該認定市町村の区域内において行われる場

合に限る。） 

二 法第五十三条第一項、第三項及び第四項の規

定による公開の許可及びその取消し並びに公

開の停止命令（当該認定市町村の区域内におい

て公開が行われ、かつ、当該公開に係る重要文

化財が当該認定市町村の区域内に存するもの

のみである場合に限る。） 

２ 法第百八十四条の二第一項の規定により認定市

町村である町村の教育委員会（当該町村が特定地

方公共団体である場合にあつては、当該町村の長。

以下この項において同じ。）が行うこととすること

ができる事務は、前項に規定するもののほか、次

に掲げる事務の全部又は一部とする。 

一 次に掲げる現状変更等に係る法第百二十五条

第一項並びに同条第三項において準用する法

第四十三条第三項及び第四項の規定による許

可及びその取消し並びに停止命令 

イ 前条第四項第一号イからリまで及びルに

掲げる現状変更等（認定市町村である町村

の区域（管理団体が都道府県である史跡名

勝天然記念物の管理計画を当該都道府県の

教育委員会が定めている区域を除く。以下

この号において「認定町村の特定区域」とい

う。）内において行われる場合に限り、同項

第一号イからチまでに掲げる現状変更等に

あつては、史跡名勝天然記念物の指定に係

る地域内において行われるものに限る。） 

ロ 前条第四項第一号ヌに掲げる現状変更等

（当該現状変更等を行う動物園又は水族館

が認定町村の特定区域内に存する場合に限

る。） 

ハ イ及びロに掲げるもののほか、史跡名勝天

然記念物の指定に係る地域のうち指定区域

（当該史跡名勝天然記念物の管理計画を認

定市町村である町村の教育委員会（当該管

理計画が認定町村の特定区域を対象とする

場合に限る。）が定めている区域のうち当該

町村の教育委員会の申出に係るもので、現

状変更等の態様、頻度その他の状況を勘案

して文化庁長官が指定する区域をいう。以

下このハ及び第九項において同じ。）におけ

る現状変更等（当該指定区域が認定町村の

特定区域内に存する場合に限る。） 

二 法第百三十条（法第百七十二条第五項におい

て準用する場合を含む。）及び第百三十一条の

規定による調査及び調査のため必要な措置の

施行（前号イからハまでに掲げる現状変更等に

係る法第百二十五条第一項の規定による許可

の申請に係るものに限る。） 

３ 文化庁長官は、法第百八十四条の二第一項の規

定により前二項に規定する事務を認定市町村の教

育委員会が行うこととする場合には、当該認定市

町村の教育委員会が行うこととする事務の内容及

び当該事務を行うこととする期間を明らかにして、



巻末資料 １ 関係法令等 

 

192 
 

当該認定市町村の教育委員会がその事務を行うこ

ととすることについて、あらかじめ、当該認定市

町村の属する都道府県の教育委員会（前条第三項

又は第四項の規定によりその事務の全部又は一部

を行つているものに限る。）に協議するとともに、

当該認定市町村の教育委員会の同意を求めなけれ

ばならない。 

４ 認定市町村の教育委員会は、前項の規定により

文化庁長官から同意を求められたときは、その内

容について同意をするかどうかを決定し、その旨

を文化庁長官に通知するものとする。 

５ 文化庁長官は、法第百八十四条の二第一項の規

定により第一項又は第二項に規定する事務を認定

市町村の教育委員会が行うこととした場合におい

ては、直ちに、その旨並びに当該認定市町村の教

育委員会が行うこととする事務の内容及び当該事

務を行うこととする期間を官報で告示しなければ

ならない。 

６ 前三項の規定は、前項の規定に基づき告示され

た事務の内容若しくは当該事務を行うこととした

期間を変更し、又は当該事務を認定市町村の教育

委員会が行わないこととする場合について準用す

る。 

７ 第五項に規定する場合においては、法の規定中

同項（前項において準用する場合を含む。次項に

おいて同じ。）の規定に基づき告示された事務に係

る文化庁長官に関する規定は、特定認定市町村（法

第百八十四条の二第一項の規定により当該事務を

行うこととされた認定市町村をいう。以下この項

及び次項において同じ。）の教育委員会に関する規

定として特定認定市町村の教育委員会に適用があ

るものとする。 

８ 第五項の規定に基づき告示された期間における

当該特定認定市町村の属する都道府県の教育委員

会についての前条第三項、第四項、第六項及び第

七項の規定の適用については、同条第三項及び第

四項中「属する事務」とあるのは「属する事務（次

条第五項の規定に基づき告示された事務を除く。）」

と、同条第六項及び第七項中「市の」とあるのは

「市又は次条第七項に規定する特定認定市町村で

ある町村の」とする。 

９ 前条第八項の規定は、第二項第一号ハの規定に

よる指定区域の指定について準用する。 

（中略） 

（事務の区分） 

第八条 第五条第一項（第五号に係る部分を除く。）、

第三項（第二号に係る部分を除く。）及び第四項の

規定により都道府県又は市が処理することとされ

ている事務並びに第六条第一項第一号及び第二項

各号に掲げる事務のうち同条の規定により認定市

町村が処理することとされているものは、地方自

治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受

託事務とする。 
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(３) 特別史跡名勝天然記念物⼜は史跡名勝
天然記念物の管理に関する届出書等に関
する規則 

 

昭和 26年３月８日文化財保護委員会規則第８号 

最終改正：平成31年３月29日第７号改正 

 

文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）

第七十四条第三項で準用する同法第三十一条第三項

の規定並びに同法第七十五条で準用する同法第三十

二条及び第三十三条の規定に基き、並びに同法第七

十五条で準用する同法第三十二条第一項及び第三十

三条並びに同法第八十二条の規定を実施するため、

同法第十五条第一項の規定に基き、特別史跡名勝天

然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届

出書等に関する規則を次のように定める。 

（管理責任者選任の届出書の記載事項） 

第一条 文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十

四号。以下「法」という。）第百十九条第二項で準

用する法第三十一条第三項の規定による管理責任

者を選任したときの届出の書面には、次に掲げる

事項を記載するものとする。 

一 史跡（特別史跡を含む。以下同じ。）、名勝（特

別名勝を含む。以下同じ。）又は天然記念物（特

別天然記念物を含む。以下同じ。）の別及び名

称 

二 指定年月日 

三 史跡、名勝又は天然記念物の所在地 

四 所有者の氏名又は名称及び住所 

五 管理責任者の氏名又は名称及び住所 

六 管理責任者が個人である場合にあつては、そ

の職業及び年齢 

七 選任の年月日 

八 選任の事由 

九 その他参考となるべき事項 

（管理責任者解任の届出書の記載事項） 

第二条 法第百十九条第二項で準用する法第三十一

条第三項の規定による管理責任者を解任したとき

の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するも

のとする。 

一 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称 

二 指定年月日 

三 史跡、名勝又は天然記念物の所在地 

四 所有者の氏名又は名称及び住所 

五 管理責任者の氏名又は名称及び住所 

六 解任の年月日 

七 解任の事由 

八 新管理責任者の選任に関する見込みその他参

考となるべき事項 

（所有者変更の届出書の記載事項等） 

第三条 法第百二十条で準用する法第三十二条第一

項の規定による所有者が変更したときの届出の書

面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 

一 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称 

二 指定年月日 

三 史跡、名勝又は天然記念物の所在地 

四 旧所有者の氏名又は名称及び住所 

五 新所有者の氏名又は名称及び住所 

六 所有者の変更が指定地域の一部に係る場合は、

当該地域の地番、地目及び地積 

七 変更の年月日 

八 変更の事由 

九 その他参考となるべき事項 

２ 前項の書面には、所有権の移転を証明する書類

を添えるものとする。 

（管理責任者変更の届出書の記載事項） 

第四条 法第百二十条で準用する法第三十二条第二

項の規定による管理責任者を変更したときの届出

の書面には、次に掲げる事項を記載するものとす

る。 

一 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称 

二 指定年月日 

三 史跡、名勝又は天然記念物の所在地 

四 所有者の氏名又は名称及び住所 

五 旧管理責任者の氏名又は名称及び住所 

六 新管理責任者の氏名又は名称及び住所 

七 新管理責任者が個人である場合にあつては、

その職業及び年齢 

八 変更の年月日 

九 変更の事由 

十 その他参考となるべき事項 

（所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住

所変更の届出書の記載事項） 

第五条 法第百二十条で準用する法第三十二条第三

項の規定による所有者又は管理責任者が氏名若し

くは名称又は住所を変更したときの届出の書面に

は、次に掲げる事項を記載するものとする。 

一 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称 

二 指定年月日 

三 史跡、名勝又は天然記念物の所在地 

四 管理団体がある場合は、その名称及び事務所

の所在地 

五 変更前の氏名若しくは名称又は住所 

六 変更後の氏名若しくは名称又は住所 

七 変更の年月日 

八 その他参考となるべき事項 

（史跡、名勝又は天然記念物の滅失、毀損等の届出書

の記載事項等） 

第六条 法第百十八条、第百二十条及び第百七十二
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条第五項で準用する法第三十三条の規定による史

跡、名勝又は天然記念物の全部又は一部が滅失し、

毀損し、若しくは衰亡し、又はこれを亡失し、若

しくは盗み取られたときの届出の書面には、次に

掲げる事項を記載するものとする。 

一 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称 

二 指定年月日 

三 史跡、名勝又は天然記念物の所在地 

四 所有者の氏名又は名称及び住所 

五 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称

及び住所 

六 管理団体がある場合は、その名称及び事務所

の所在地 

七 滅失、毀損、衰亡、亡失又は盗難（以下「滅

失、毀損等」という。）の事実の生じた日時 

八 滅失、毀損等の事実の生じた当時における管

理の状況 

九 滅失、毀損等の原因並びに毀損の場合は、そ

の箇所及び程度 

十 毀損の場合は、毀損の結果当該史跡、名勝又

は天然記念物がその保存上受ける影響 

十一 滅失、毀損等の事実を知つた日 

十二 滅失、毀損等の事実を知つた後に執られた

措置その他参考となるべき事項 

２ 前項の書面には、滅失、毀損等の状態を示すキャ

ビネ型写真及び図面を添えるものとする。 

（土地の所在等の異動の届出） 

第七条 法第百十五条第二項（法第百二十条及び第

百七十二条第五項で準用する場合を含む。）の規定

による土地の所在等の異動の届出は、前条第一項

第一号から第六号までに掲げる事項並びに異動前

の土地の所在、地番、地目又は地積及び異動後の

土地の所在、地番、地目又は地積その他参考とな

るべき事項を記載した書面をもつて、異動のあつ

たのち三十日以内に行わなければならない。 

２ 地番、地目又は地積の異動が分筆による場合は、

当該土地に係る登記事項証明書及び登記所に備え

られた地図の写本を前項の書面に添えるものとす

る。 

（国の所有に属する史跡、名勝又は天然記念物の管

理に関する通知書の記載事項等） 

第八条 国の所有に属する史跡、名勝又は天然記念

物の管理に関する通知の書面については、法第百

六十七条第一項第一号及び第二号の場合に係ると

きは第三条の規定を、法第百六十七条第一項第三

号の場合に係るときは第六条の規定を、法第百六

十七条第一項第七号の場合に係るときは前条の規

定を準用する。 

(４) 史跡名勝天然記念物標識等設置基準
規則 

 

昭和 29年６月 29日文化財保護委員会規則第７号 

最終改正：平成31年３月29日第７号改正 

 

文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）

第十五条第一項及び第七十二条第一項（同法第七十

五条及び第九十五条第五項で準用する場合を含む。）

の規定に基き、史跡名勝天然記念物標識等設置基準

規則を次のように定める。 

（標識） 

第一条 文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十

四号。以下「法」という。）第百十五条第一項（法

第百二十条及び第百七十二条第五項で準用する場

合を含む。以下同じ。）の規定により設置すべき標

識は、石造とするものとする。ただし、特別の事

情があるときは、金属、コンクリート、木材その

他石材以外の材料をもつて設置することを妨げな

い。 

２ 前項の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記

載するものとする。 

一 史跡、名勝又は天然記念物の別（特別史跡、

特別名勝又は特別天然記念物の別を表示する

ことを妨げない。）及び名称 

二 文部科学省（仮指定されたものについては、

仮指定を行つた都道府県又は地方自治法（昭和

二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十

九第一項の指定都市の教育委員会（当該都道府

県又は指定都市が法第五十三条の八第一項に

規定する特定地方公共団体である場合にあつ

ては、当該都道府県又は指定都市）の名称。第

四条第三項において同じ。）の文字（所有者又

は管理団体の氏名又は名称を併せて表示する

ことを妨げない。） 

三 指定又は仮指定の年月日 

四 建設年月日 

３ 第一項の標識の表面の外、裏面又は側面を使用

する場合には、前項第二号から第四号に掲げる事

項は裏面又は側面に、裏面及び側面を使用する場

合には、前項第二号に掲げる事項は裏面に前項第

三号及び第四号に掲げる事項は側面に、それぞれ

表示するものとする。 

（説明板） 

第二条 法第百十五条第一項の規定により設置すべ

き説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用

いて記載するものとする。 

一 特別史跡若しくは史跡、特別名勝若しくは名

勝又は特別天然記念物若しくは天然記念物の
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別及び名称 

二 指定又は仮指定の年月日 

三 指定又は仮指定の理由 

四 説明事項 

五 保存上注意すべき事項 

六 その他参考となるべき事項 

２ 前項の説明板には、指定又は仮指定に係る地域

を示す図面を掲げるものとする。但し、地域の定

がない場合その他特に地域を示す必要のない場合

は、この限りでない。 

（標柱及び注意札） 

第三条 前条第一項第四号又は第五号に掲げる事項

が指定又は仮指定に係る地域内の特定の場所又は

物件に係る場合で特に必要があるときは、当該場

所若しくは物件を標示する標柱又は当該場所若し

くは物件の保存上注意すべき事項を記載した注意

札を設置するものとする。 

（境界標） 

第四条 法第百十五条第一項の規定により設置すべ

き境界標は、石造又はコンクリート造とする。 

２ 前項の境界標は、十三センチメートル角の四角

柱とし、地表からの高さは三十センチメートル以

上とするものとする。 

３ 第一項の境界標の上面には指定又は仮指定に係

る地域の境界を示す方向指示線を、側面には史跡

境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字（特別

史跡境界、特別名勝境界又は特別天然記念物境界

の文字とすることを妨げない。）及び文部科学省の

文字を彫るものとする。 

４ 第一項の境界標は、指定又は仮指定に係る地域

の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な

地点に設置するものとする。 

（標識等の形状等） 

第五条 第一条から前条までに定めるものの外、標

識、説明板、標柱、注意札又は境界標の形状、員

数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必

要な事項は、当該史跡、名勝又は天然記念物の管

理のため必要な程度において、環境に調和するよ

う設置者が定めるものとする。 

（囲いその他の施設） 

第六条 法第百十五条第一項の規定により設置すべ

き囲いその他の施設については、前条の規定を準

用する。 

(５) 特別史跡名勝天然記念物⼜は史跡名勝
天然記念物の復旧の届出に関する規則 

 

昭和 29年６月 29日文化財保護委員会規則第９号 

最終改正：平成31年３月29日第７号改正 

 

文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）

第八十条の二第一項（同法第九十条第二項で準用す

る場合を含む。）の規定に基き、特別史跡名勝天然記

念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する

規則を次のように定める。 

（復旧の届出） 

第一条 文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十

四号。以下「法」という。）第百二十七条第一項の

規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書

面をもつて行うものとする。 

一 史跡（特別史跡を含む。以下同じ。）名勝（特

別名勝を含む。以下同じ。）又は天然記念物（特

別天然記念物を含む。以下同じ。）の別及び名

称 

二 指定年月日 

三 史跡、名勝又は天然記念物の所在地 

四 所有者の氏名又は名称及び住所 

五 権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住所 

六 管理団体がある場合は、その名称及び事務所

の所在地 

七 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称

及び住所 

八 復旧を必要とする理由 

九 復旧の内容及び方法 

十 復旧の着手及び終了の予定時期 

十一 復旧施工者の氏名及び住所又は名称及び代

表者の氏名並びに事務所の所在地 

十二 その他参考となるべき事項 

２ 前項の届出の書面には、左に掲げる書類、写真及

び図面を添えるものとする。 

一 設計仕様書 

二 復旧をしようとする箇所を表示した当該復旧

に係る地域又は復旧をしようとする箇所の写

真及び図面 

三 復旧をしようとする者が管理団体であるとき

は、所有者及び権原に基く占有者の意見書 

（届出書及びその添附書類等の記載事項等の変更） 

第二条 前条第一項の届出の書面又は同条第二項の

書類又は写真若しくは図面に記載し、又は表示し

た事項を変更しようとするときは、あらかじめ文

化庁長官にその旨を届け出なければならない。 

（終了の報告） 

第三条 法第百二十七条第一項の規定により届出を
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行つた者は、届出に係る復旧が終了したときは、

その結果を示す写真及び図面を添えて、遅滞なく

その旨を文化庁長官に報告するものとする。 

（復旧の届出を要しない場合） 

第四条 法第百二十七条第一項ただし書の規定によ

り届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに

該当する場合とする。 

一 法第百十八条又は第百二十条で準用する法第

三十五条第一項の規定による補助金の交付を

受けて復旧を行うとき。 

二 法第百二十二条第一項又は第二項の規定によ

る命令又は勧告を受けて復旧を行うとき。 

三 法第百二十五条第一項の規定による現状変更

等の許可を受けて復旧を行うとき。 

（国の所有に属する史跡、名勝又は天然記念物の復

旧の通知） 

第五条 法第百六十七条第一項第五号の規定による

史跡、名勝又は天然記念物の復旧の通知には、第

一条から第三条までの規定を準用する。 

２ 法第百六十七条第一項第五号括弧書の規定によ

り史跡、名勝又は天然記念物の復旧について通知

を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当す

る場合とする。 

一 法第百六十八条第一項第一号又は第二項の規

定による同意を得て復旧を行うとき。 

二 法第百六十九条第一項第二号の規定による勧告

を受けて復旧を行うとき。 

(６) 特別史跡名勝天然記念物⼜は史跡名勝
天然記念物の現状変更等の許可申請等に
関する規則 

 

昭和 26年７月 13日文化財保護委員会規則第10号 

最終改正：平成31年３月29日第７号改正 

 
文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）

第八十条の規定を実施するため、同法第十五条第一

項の規定に基き、特別史跡名勝天然記念物又は史跡

名勝天然記念物現状変更等許可申請規則を次のよう

に定める。 

（許可の申請） 

第一条 文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十

四号。以下「法」という。）第百二十五条第一項の

規定による許可を受けようとする者（以下「許可

申請者」という。）は、次に掲げる事項を記載した

許可申請書を文化庁長官（法第百八十四条第一項

第二号及び第百八十四条の二第一項（法第百八十

四条第一項第二号に掲げる事務に係る部分に限る。

第三条第一項において同じ。）の規定により当該許

可を都道府県又は市（特別区を含む。以下同じ。）

町村の教育委員会（当該都道府県又は市町村が法

第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団

体（第六条第一項第四号において単に「特定地方

公共団体」という。）である場合にあつては、当該

都道府県の知事又は市町村の長。以下この条及び

第三条第一項において同じ。）が行う場合には、当

該都道府県又は市町村の教育委員会）に提出しな

ければならない。 

一 史跡（特別史跡を含む。以下同じ。）、名勝（特

別名勝を含む。以下同じ。）又は天然記念物（特

別天然記念物を含む。以下同じ。）の別及び名

称 

二 指定年月日 

三 史跡、名勝又は天然記念物の所在地 

四 所有者の氏名又は名称及び住所 

五 権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住所 

六 管理団体がある場合は、その名称及び事務所

の所在地 

七 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称

及び住所 

八 許可申請者の氏名及び住所又は名称及び代表

者の氏名並びに事務所の所在地 

九 史跡、名勝又は天然記念物の現状変更又は保

存に影響を及ぼす行為（以下「現状変更等」と

いう。）を必要とする理由 

十 現状変更等の内容及び実施の方法 

十一 現状変更等により生ずる物件の滅失若しく



 巻末資料 １ 関係法令等 

197 
 

は毀損又は景観の変化その他現状変更等が史

跡、名勝又は天然記念物に及ぼす影響に関する

事項 

十二 現状変更等の着手及び終了の予定時期 

十三 現状変更等に係る地域の地番 

十四 現状変更等に係る工事その他の行為の施行

者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名

並びに事務所の所在地 

十五 その他参考となるべき事項 

２ 埋蔵文化財の調査のための土地の発掘を内容と

する現状変更等の場合における許可申請書には、

前項各号に掲げる事項の外、左に掲げる事項を記

載するものとする。 

一 発掘担当者の氏名及び住所並びに経歴 

二 出土品の処置に関する希望 

（許可申請書の添附書類等） 

第二条 前条の許可申請書には、左に掲げる書類、図

面及び写真を添えなければならない。 

一 現状変更等の設計仕様書及び設計図 

二 現状変更等に係る地域及びこれに関連する地

域の地番及び地ぼうを表示した実測図 

三 現状変更等に係る地域のキヤビネ型写真 

四 現状変更等を必要とする理由を証するに足り

る資料があるときは、その資料 

五 許可申請者が所有者以外の者であるときは、

所有者の承諾書 

六 許可申請者が権原に基く占有者以外の者であ

るときは、その占有者の承諾書 

七 管理団体がある場合において、許可申請者が

管理団体以外の者であるときは、管理団体の意

見書 

八 管理責任者がある場合において、許可申請者

が管理責任者以外の者であるときは、管理責任

者の意見書 

九 前条第二項の場合において、許可申請者が発

掘担当者以外の者であるときは、発掘担当者の

発掘担当承諾書 

２ 前項第二号の実測図及び同項第三号の写真には、

現状変更等をしようとする箇所を表示しなければ

ならない。 

（終了の報告） 

第三条 法第百二十五条第一項の規定による許可を

受けた者は、当該許可に係る現状変更等を終了し

たときは、遅滞なくその旨を文化庁長官（法第百

八十四条第一項第二号及び第百八十四条の二第一

項の規定により当該許可を都道府県又は市町村の

教育委員会が行つた場合には、当該都道府県又は

市町村の教育委員会）に報告するものとする。 

２ 前項の終了の報告には、その結果を示す写真又

は見取図を添えるものとする。 

（維持の措置の範囲） 

第四条 法第百二十五条第一項ただし書の規定によ

り現状変更について許可を受けることを要しない

場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とす

る。 

一 史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又は衰

亡している場合において、その価値に影響を及

ぼすことなく当該史跡、名勝又は天然記念物を

その指定当時の原状（指定後において現状変更

等の許可を受けたものについては、当該現状変

更等の後の原状）に復するとき。 

二 史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又は衰

亡している場合において、当該き損又は衰亡の

拡大を防止するため応急の措置をするとき。 

三 史跡、名勝又は天然記念物の一部がき損し、

又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに

不可能である場合において、当該部分を除去す

るとき。 

（国の機関による現状変更等） 

第五条 各省各庁の長その他の国の機関が、史跡、名

勝又は天然記念物の現状変更等について、法第百

六十八条第一項第一号又は第二項の規定による同

意を求めようとする場合には第一条及び第二条の

規定を、法第百六十八条第一項第一号又は第二項

の規定による同意を受けた場合には第三条の規定

を準用する。 

２ 法第百六十八条第三項で準用する法第百二十五

条第一項ただし書の規定により現状変更について

同意を求めることを要しない場合は、前条各号に

掲げる場合とする。 

（管理計画） 

第六条 文化財保護法施行令（昭和五十年政令第二

百六十七号。次条において「令」という。）第五条

第四項の管理計画には、次に掲げる事項を記載す

るものとする。 

一 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称 

二 指定年月日 

三 史跡、名勝又は天然記念物の所在地 

四 管理計画を定めた都道府県又は市町村の教育

委員会（当該都道府県又は市町村が特定地方公

共団体である場合にあつては、当該都道府県又

は市町村） 

五 史跡、名勝又は天然記念物の管理の状況 

六 史跡、名勝又は天然記念物の管理に関する基

本方針 

七 史跡、名勝又は天然記念物の現状変更等の許

可の基準及びその適用区域 

八 その他参考となるべき事項 

２ 管理計画には、史跡、名勝又は天然記念物の許可

の基準の適用区域を示す図面を添えるものとする。 
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（市町村の区域に係る事務の処理の開始の公示） 

第七条 令第五条第七項（令第六条第八項の規定に

より読み替えて適用する場合を含む。）の規定によ

る公示は、次に掲げる事項について行うものとす

る。 

一 令第五条第四項各号又は令第六条第二項各号

に掲げる事務のうち市町村の区域に係るもの

の処理を開始する旨 

二 令第五条第四項各号又は令第六条第二項各号に

掲げる事務のうち市町村の区域に係るものの

処理を開始する日 

(７) ⽂化財保護法施⾏令第５条第４項第
１号イからルまで並びに第６条第２項第
⼀号イ及びロに掲げる史跡名勝天然記念
物の現状変更等の許可の事務の処理基
準（抜粋） 

 
平成 12年４月 28日文部大臣裁定 

最終改正：平成 31年３月 29日 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の

９第１項及び第３項の規定に基づき、文化財保護法

施行令（昭和 50年政令第 267 号。以下「令」という。）

第５条第４項第一号イからルまで並びに令第６条第

２項第一号イ及びロに掲げる史跡名勝天然記念物の

現状変更又は保存に影響を及ぼす行為（以下「現状変

更等」という。）の許可の事務を都道府県若しくは市

（特別区を含む。以下同じ。）の教育委員会（当該都

道府県又は市が文化財保護法（昭和 25 年法律第 214

号。以下「法」という。）第 53条の８第１項に規定す

る特定地方公共団体（以下単に「特定地方公共団体」

という。）である場合にあっては、当該都道府県の知

事又は当該市の長。以下同じ。）又は認定市町村（法

第 183 条の３第５項の認定を受けた市町村をいう。

以下同じ。）である町村の教育委員会（当該町村が特

定地方公共団体である場合にあっては、当該町村の

長。以下同じ。）が処理するに当たりよるべき基準を

次のとおり定める。 

Ⅰ 共通事項 

（中略） 

（２） 次の場合には、当該現状変更等を許可するこ

とができない。 

① 史跡名勝天然記念物の適切な保存活用等の

ために策定された「保存活用計画（保存管理

計画）」に定められた保存（保存管理）の基準

に反する場合 

② 史跡名勝天然記念物の滅失、毀損又は衰亡

が著しいものとなるおそれがある場合 

③ 史跡名勝天然記念物の価値を著しく減じる

おそれがある場合 

④ 地域を定めて指定した天然記念物に関し、

指定対象である動植物の生息環境又は生態系

全体に対して著しい影響を与えるおそれがあ

る場合 

（３） 都道府県若しくは市の教育委員会又は認定

市町村である町村の教育委員会に対する現状変

更等の許可申請の審査のため、地方公共団体等

が事前に発掘調査を行う場合は、当該発掘調査

の実施につき法第 125 条第１項の規定による文

化庁長官の許可を要する。 
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（４） 都道府県若しくは市の教育委員会又は認定

市町村である町村の教育委員会が現状変更等の

許可をするに当たっては、法第 125 条第３項に

おいて準用する法第 43 条第３項の規定により、

許可の条件として次の例のような指示をするこ

とができる。なお、当該許可の条件として指示し

た発掘調査の実施については、改めて現状変更

等の許可を要しない。 

① 当該現状変更等の事前に発掘調査を行うこ

と。 

② 当該現状変更等に際し、関係教育委員会の

職員の立会いを求めること。 

③ 重要な遺構などが発見された場合は、設計

変更等により、その保存を図ること。 

④ 当該現状変更等の実施に当たっては、関係

教育委員会の指示を受けること。 

⑤ 当該現状変更等の許可申請書又は添附した

書類、図面若しくは写真の記載事項又は表示

事項のうち、現状変更等の内容及び実施の方

法の変更、許可申請者の変更などの実質的な

変更については、改めて現状変更等の許可を

申請すること。ただし、許可申請者の住所や

事務所の所在地の変更など実質的な変更では

ないものについては、その旨を報告すること。 

⑥ 当該現状変更等を終了したときは、遅滞な

くその旨を報告すること。 

Ⅱ 個別事項 

１ 令第５条第４項第一号イ関係 

（１）「建築面積」とは、建築基準法施行令（昭和 25

年政令第 338 号）第２条第１項第二号に定める

建築面積をいう。 

（２） 次の場合は、本号による許可の事務の範囲に

含まれない。 

① 新築については、小規模建築物の設置期間

の更新があらかじめ予想される場合 

② 増築又は改築については、増築又は改築部

分の設置期間が本体である建築物の新築を完

了した日から２年を超える場合 

③ 新築、増築又は改築については、当該新築

等に伴う土地の掘削、盛土、切土その他土地

の形状の変更が、当該新築等に必要な最小限

度のやむを得ない規模を超える場合 

（３） 新築、増築又は改築の際に木竹の伐採を伴う

場合には、当該木竹の伐採について、別途、法第

125 条第１項の規定による文化庁長官の許可又

は令第５条第４項第１号トによる都道府県又は

市の教育委員会の許可を要する（法第 125 条第

１項ただし書の維持の措置である場合を除く。）。 

（４） 新築、増築又は改築の際に除却を伴う場合に

は、「新築及び除却」、「増築及び除却」又は「改

築及び除却」として許可の申請をさせ、除却と併

せて許可をするものとする。 

２ 令第５条第４項第一号ロ関係 

（１） 新築、増築又は改築に伴う土地の掘削、盛土、

切土その他土地の形状の変更が、新築等に必要

な最小限度のやむを得ない規模を超える場合に

は、本号による許可の事務の範囲に含まれない。 

（２） 新築、増築又は改築の際に木竹の伐採を伴う

場合には、当該木竹の伐採について、別途、法第

１２５条第１項の規定による文化庁長官の許可

又は令第５条第４項第一号トによる都道府県又

は市の教育委員会の許可を要する（法第 125 条

第１項ただし書の維持の措置である場合を除

く。）。 

３ 令第５条第４項第一号ハ関係 

（１）「工作物」には、次のものを含む。 

① 小規模建築物に附随する門、生け垣又は塀 

② 既設の道路に設置される電柱、道路標識、信

号機又はガードレール  

③ 小規模な観測・測定機器 

  ④ 木道 

（２）「道路」には、道路法（昭和 27年法律第 180 号）

第３条各号に掲げる道路（ただし、道路と一体と

なってその効用を全うする施設及び道路の附属

物で当該道路に附属して設けられているものを

除く。）のほか、農道、林道、漁港関連道を含む。 

（３）「道路の舗装」とは、既設の未舗装の道路の舗

装をいう。 

（４）「道路の修繕」とは、既設の舗装又は未舗装の

道路の破損、劣化等に対応して行われる部分的

な修復その他これに類する工事をいう。 

（５） 道路についての「土地の形状の変更」には、

道路の幅員の拡幅、路床の削平、側溝の設置及び

道路の構造の変更に伴うものを含む。 

（６） 工作物の設置又は改修の際に木竹の伐採を

伴う場合には、当該木竹の伐採について、別途、

法第 125 条第１項の規定による文化庁長官の許

可又は令第５条第４項第一号トによる都道府県

又は市の教育委員会の許可を要する（法第125条

第１項ただし書の維持の措置である場合を除

く。）。 

４ 令第５条第４項第一号ニ関係 

（１）「史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設」と

は、法第 115 条第１項の標識、説明板、境界標、

囲さくその他の施設をいう。 

（２） 設置又は改修に伴う土地の掘削、盛土、切土

その他土地の形状の変更が、設置等に必要な最

小限度のやむを得ない規模を超える場合には、

本号による許可の事務の範囲に含まれない。 

（３） 標識、説明板、標柱、注意札、境界標又は囲
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さくその他の施設であって、史跡名勝天然記念

物標識等設置基準規則（昭和 29年文化財保護委

員会規則第７号）に定める基準に合致しないも

のについては、その設置又は改修の許可をする

ことができない。 

５ 令第５条第４項第一号ホ関係 

（１）「電線」には、配電管内の電線及び電話線等の

通信線を含む。 

（２）「その他これらに類する工作物」には、側溝、

街渠、集水ます及び電線共同溝を含む。 

（３） 設置又は改修に伴う土地の掘削、盛土、切土

その他土地の形状の変更が、設置又は改修に必

要な最小限度のやむを得ない規模を超える場合

には、本号による許可の事務の範囲に含まれな

い。 

６ 令第５条第４項第一号ヘ関係 

（１） 除却に伴う土地の掘削、盛土、切土その他土

地の形状の変更が、除却に必要な最小限度のや

むを得ない規模を超える場合には、本号による

許可の事務の範囲に含まれない。 

（２） 除却の際に木竹の伐採を伴う場合には、当該

木竹の伐採について、別途、法第１２５条第１項

の規定による文化庁長官の許可又は令第５条第

４項第一号トによる都道府県又は市の教育委員

会の許可を要する（法第１２５条第１項ただし

書の維持の措置である場合を除く。）。 

７ 令第５条第４項第一号ト関係 

（１）「木竹の伐採」とは、幹を切ること及び枝を切

断して除去することをいう。 

（２）「危険防止のため必要な伐採」とは、倒木や落

枝によって人身又は建物に危害が及ぶ危険性の

高い場合における危険防止に必要な最小限度の

やむを得ない程度の伐採をいう。 

（３） 木竹の伐採が、法第 125 条第１項ただし書

の維持の措置である場合には、許可を要しない。 

（中略） 

Ⅲ その他 

この裁定は、平成 31年４月１日から適用する。 
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２ 中学⽣ワークショップ「史跡⾼遠城跡の未来を考えよう︕」実施結果 

(１) 実施概要 

目  的 史跡高遠城跡保存活用計画の策定にあたり、より幅広い年齢層、特に将来を

担う子ども達からの想いや意見を聞き、計画内容に反映させる。 

テ ー マ 「未来を背負って立つ私たちが考える 高遠城跡の未来」 

参 加 者 伊那市立高遠中学校 １学年 ２クラス 40 名 

実施日時 令和６年 10 月 22 日（火）13:35～15:25（２コマ） 

内 容  

１）高遠城跡のレクチャー  （現地見学及び集合座学） 

２）グループディスカッション (個人の意見を元にグループ内で意見交換を行う) 

問１－１ 高遠城の魅力は何だと思いますか。 

問１－２ どうすれば、その魅力をもっと伝えることができると思いますか。 

問２   高遠城を守っていくためには何をしたらいいか。 

問３   20 年後、30 年後の高遠城跡はどうなっていてほしいと思いますか。 

３）グループ発表 
 

(２) グループディスカッションのまとめ 

 

問１-１　高遠城の魅力は何だと思いますか。（自由記述方式、複数回答あり）
回答数 構成比 回答率

桜・紅葉などの自然景観 33 50.8% 82.5%
高遠まんじゅう・そばなどの食文化 6 9.2% 15.0%
石仏ガチャなどの土産物 1 1.5% 2.5%
高遠城跡の歴史 2 3.1% 5.0%
祭りやイベント 4 6.2% 10.0%
高遠城の堀や石垣などの遺跡 12 18.5% 30.0%
高遠閣や門などの建造物 3 4.6% 7.5%
進徳館や歴史博物館などの文化施設 1 1.5% 2.5%
城跡の維持管理 2 3.1% 5.0%
歴史上の人物 1 1.5% 2.5%
　計 65 100.0%

82.5%
15.0%

2.5%
5.0%
10.0%

30.0%
7.5%

2.5%
5.0%
2.5%

・高遠城跡公園から見る景色がキレイ。

・自然や桜がきれいで景色がいい。

・春：桜がきれい。夏：おほりがきれい。秋：もみじがきれい。冬：ゆきが美しい高遠城。

しきでいろんなうつくしさがある。

・＜自然＞春は桜、秋はもみじだけど、夏とか冬のときはなにもない。なにもない、だからこそが

高遠城の魅力だと思った。

・桜、堀の深さ、静かな所。

・桜、お城、ほり。

・高遠の祭りやイベントが色々あって楽しい。

・空堀。

・高遠城の地形が工夫されていてすごいと思う。

・土台がどんな感じなのかが分かりやすい。

・＜人工＞立派な堀。

・ほりや石がきなど。

・高遠城に残る唯一の石垣がある。

・進徳館や歴史博物館が有名。

・桜の季節以外の城跡のきれいさ。

・残っているものは少ないけど、残っているものはきれいに管理されている。

・ほんの少しだけ残った高遠城跡。→整備されてないからマイナス。

・歴史の風景を読み取りやすい。

・城がくずれ落ちたあとのふんいきを感じられる。

主

な

意

見

※主な意見欄は、参加者が記載した内容をそのまま転記しています。
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問１-２　どうすればその魅力をもっと伝えることができると思いますか。（自由記述方式、複数回答あり）
回答 回答数 構成比 回答率

テレビやＳＮＳなどでの情報発信 10 20.8% 25.0%
建物や堀などの復元 5 10.4% 12.5%
清掃や除草などの整備や植樹などの管理 8 16.7% 20.0%
特産品の開発 2 4.2% 5.0%
スタンプラリーや体験ツアーなどのイベント 12 25.0% 30.0%
案内板やガイドブックなどの設置 7 14.6% 17.5%
桜守や城を守る人などの後継者育成 2 4.2% 5.0%
学校や地域との連携 2 4.2% 5.0%
　計 48 100.0%

25.0%
12.5%

20.0%
5.0%

30.0%
17.5%

5.0%
5.0%

問２　高遠城を100年、200年先へ守り伝えていくために、何をしたらいいと思いますか。（自由記述方式、複数回答あり）
回答 回答数 構成比 回答率

祭りやイベントなどで活気を持たせる 24 26.7% 60.0%
学校や地域と連携し守り伝える 8 8.9% 20.0%
来場者などに情報収集する 3 3.3% 7.5%
紹介動画などで情報発信をする 12 13.3% 30.0%
除草などの清掃や修繕などの環境整備をする 20 22.2% 50.0%
案内板などを設置する 6 6.7% 15.0%
城を守る後継者やガイドなどの人材育成をする 3 3.3% 7.5%
植物の保存や植樹など季節ごとの景観維持をする 5 5.6% 12.5%
特産品など商品の開発をする 4 4.4% 10.0%
ゴミ捨てなど環境美化の啓発をする 5 5.6% 12.5%
　計 90 100.0%

60.0%
20.0%

7.5%
30.0%

50.0%
15.0%

7.5%
12.5%

10.0%
12.5%

・伊那ケーブルテレビなどで、もっともっと高遠のみ力を伝えれば、たくさんの人が来てくれると

思う。

・インスタ、ＣＭ活動（ＳＮＳ活動）

・もみじや桜をテレビでせんでん。

・もっともっと世界中にもみじやさくらなどをひろめればいいと思う。

・高遠城の昔のようすなどがわかる。

・昔の建物のレプリカを作る。

・魅力を伝えるために、周りにレプリカの建物とかをおいて目立つようにする。

・お堀の埋まった部分を掘り出す。

・堀をみんながわかりやすいようにする。

・堀に説明の看板をたてる。

・堀が良く見えるように草かりをする。

・しっかり管理してもっときれいにする。

・きれいにそうじをする。

・だれでも食べられる桜料理など。

・「お堀かけ上がりレース」をする。

・案内板を作って、どんなところなのか説明する。

・高遠城は、古い歴史がたくさんあるから、それを看板にして、子どもでも読めるように、平仮名

にする。

・もっと高遠公園のかくちに、ガイドマップなどをもっとおいて、いま自分がどこにいるなどを

おしえる。

・歴史やすごいところをまとめたハンドブックらしきものを作る。

・城址を守る人を増やす。

・学校などの行事を使って良さを広める。

主

な

意

見
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問３　20年後、30年後の高遠城跡はどうなっていてほしいと思いますか。（自由記述方式、複数回答あり）
回答 回答数 構成比 回答率

四季に関係なく活気がある場所 36 52.9% 90.0%
きれいに整備されている 5 7.4% 12.5%
植物がきれいな場所 2 2.9% 5.0%
季節に合ったイベントをしている 5 7.4% 12.5%
特産品や屋台などかある 1 1.5% 2.5%
高遠城跡の魅力を感じられる場所 19 27.9% 47.5%
　計 68 100.0%

90.0%
12.5%

5.0%
12.5%

2.5%
47.5%

・お祭りなどを定期的に行って活気をもたせる。

・みんなで楽しめるイベントをおこなってみる。

・お堀かけ上がりレース

・観桜期の時に「職場体験」みたいなのをするといいと思う。

・地域の人達の協力して、守り伝える。

・高遠城を良りきれいに守っていくには、定期的に学校などが協力してそうじをする。

・地域の人たちを初め、たくさんの人に、高遠のみりょくを考えて（学校での総合の授業など）、

伝えていく。

・観光客のみなさんの意見をふまえて、城のまわりをきれいにしたりする。

・インターネットで紹介動画などをあげて、せんでんしたらいいと思う。

・せんでんを行う。（テレビ・ＣＭ・インスタ・ユーチューブ）

・こわれているところや古いところを新しくする。

・観桜期にお客さんを集めて、堀の草とりをさせる。

・ゴミをおちていたらせっきょくてきにひろう。

・高遠城の一番みてほしいところをカンバンにひょうじしたりする。

・案内板をもうちょっとふやす。

・＜案ない＞堀や池のところに、その所のせつめいのかんばん。

・＜案ない＞ガイド

・かんばんをたてる。

・高遠じょうし公園のマップをわかりやすくする。

・城がくずれ落ちたあとの新感覚の場所なので、豆知識が書いてあるかん板をたくさん増やす。

・高遠城を守る後継者を増やす。

・全体的にきれいに保ち高遠城跡に関わる若者を増やす。

・若い人に高遠のよさを伝える。

・小、中、高生の行事の中で、桜のなえをうめてそだてる。それを何年もくりかえす。

・城に関するものを作れたり、売ったりする祭り。

・きまりはしっかり守る。（ゴミ、犬のフン）

・景観をよくする。

・環境をととのえる。

主

な

意

見

・四季関係なく人が来て、にぎやかな高遠城跡になっていればいいと思う。

・毎日人が歩いている公園。

・桜がさいていない時きでも人がいるような所。

・春夏秋冬いつでも楽しめる。

・高遠城が今よりも有名になって、桜以外でも人が来る。でも、今みたいに静かでゴミが落ちて

いないままでもいてほしい。

・草があまりなく、昔のままにする。

・桜をたのしくみてほしい。

・高遠城でそれぞれの季節に合った、大きめのイベントをやっていてほしい。

・堀をつかって、早のぼりイベントを作る。

・屋台とかが五けんぐらいあってほしい。

・自分がほこれる超有名な城になっていてほしい。

・にぎやかでまた行きたいなと思えるような高遠城跡になっていてほしい。

・桜だけじゃなくて、お城やほりの魅力が伝わって「すごいな」などを少しでも感じてほしい。

・高遠城跡がいろんな人が、いつ見てても良り「すごい」「びっくり」と思うような高遠城跡に

なってほしい。

・桜だけが有名だけじゃなくて高遠城跡なども有名になる。

・城の中に展示スペースがあったらいい。

主

な

意

見



 

 

 
 

  



 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

史跡⾼遠城跡保存活⽤計画 

 

発 行 日 令和８年（2026 年）３月 

編  集 長野県伊那市教育委員会 

     株 式 会 社  ワ イ ド 

発  行 長野県伊那市教育委員会 

住  所 長野県伊那市下新田 3050 

電  話 0265-78-4111(代) 

Ｅメール sgs@inacity.jp 

 


